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【本冊子の用語】

　機構　　　　　独立行政法人日本学生支援機構

　高等学校等　　高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、専修学校（高等課程）、

　　　　　　　　 高等専門学校（第１学年～第３学年まで）

　大学等　　　　大学（学部）、短期大学、専門課程を置く専修学校、高等専門学校（第４学年以上）

　公庫　　　　　株式会社日本政策金融公庫

　

社会的養護を必要とする人

申込み及びマイナンバーの提出は、インターネットにより行います。

【申込情報の保護について】【申込情報の保護について】

日本学生支援機構では、ネットワーク上での電子データ授受のセキュリティを確保するために「認証局」（※）に加入し、インターネット

での情報の漏洩や盗難については最新の暗号化通信方式を採用することによって高度なセキュリティ対策をとっています。

※認証局：ネットワーク上での通信相手が本物であることを証明するためのデジタル証明書を発行する第三者機関で、デジタル情報に対

してデータそのものの正当性の確認や、持ち主や送り主の確認のために必要な機関です。

　ご提供いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び奨学金貸与業務（返還業務を含む。）及び在籍する

学校での授業料等減免業務のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含

む。）が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。

　機関保証加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また、行政機関及び公

益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。

満18歳となる前日に児童養護施設等（※１）に入所して（養育されてまたは一時保護されて）

いた人（※２）

※１　児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設か

ら改称）、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住宅型児童

養育事業（ファミリーホーム）を行う者、里親

※２　高等学校等を卒業することにより満18歳となる日の前日までに児童養護施設等へ

の入所の措置を解除された人、満18歳となる日以降に入所する（養育・一時保護

される）こととなった人も含む

　　「スカラネット入力下書き用紙」及び「奨学金確認書兼地方税同意書」は別途、学校から受け取ってください。

　奨学金案内を読みながら「スカラネット入力下書き用紙」、「奨学金確認書兼地方税同意書」に必要な事項を記入してくださ
い。

奨学金確認書兼地方税同意書 奨学金確認書兼地方税情報の取扱いに関する同意書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書

スカラネット入力下書き用紙

　あなた　　　　貸与奨学金に申し込む学生本人

スカラネット入力下書き用紙（給付・貸与共通）【大学等（大学・短期大学・高等専門学校・

専門課程を置く専修学校）用】

スカラネット 奨学金を申込む時に利用する申込サイト
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【本冊子の用語】

　機構　　　　　独立行政法人日本学生支援機構

　高等学校等　　高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、専修学校（高等課程）、

　　　　　　　　 高等専門学校（第１学年～第３学年まで）

　大学等　　　　大学（学部）、短期大学、専門課程を置く専修学校、高等専門学校（第４学年以上）

　公庫　　　　　株式会社日本政策金融公庫

　

社会的養護を必要とする人

申込み及びマイナンバーの提出は、インターネットにより行います。

【申込情報の保護について】【申込情報の保護について】

日本学生支援機構では、ネットワーク上での電子データ授受のセキュリティを確保するために「認証局」（※）に加入し、インターネット

での情報の漏洩や盗難については最新の暗号化通信方式を採用することによって高度なセキュリティ対策をとっています。

※認証局：ネットワーク上での通信相手が本物であることを証明するためのデジタル証明書を発行する第三者機関で、デジタル情報に対

してデータそのものの正当性の確認や、持ち主や送り主の確認のために必要な機関です。

　ご提供いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び奨学金貸与業務（返還業務を含む。）及び在籍する

学校での授業料等減免業務のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含

む。）が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。

　機関保証加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また、行政機関及び公

益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。

満18歳となる前日に児童養護施設等（※１）に入所して（養育されてまたは一時保護されて）

いた人（※２）

※１　児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設か

ら改称）、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住宅型児童

養育事業（ファミリーホーム）を行う者、里親

※２　高等学校等を卒業することにより満18歳となる日の前日までに児童養護施設等へ

の入所の措置を解除された人、満18歳となる日以降に入所する（養育・一時保護

される）こととなった人も含む

　　「スカラネット入力下書き用紙」及び「奨学金確認書兼地方税同意書」は別途、学校から受け取ってください。

　奨学金案内を読みながら「スカラネット入力下書き用紙」、「奨学金確認書兼地方税同意書」に必要な事項を記入してくださ
い。

奨学金確認書兼地方税同意書 奨学金確認書兼地方税情報の取扱いに関する同意書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書

スカラネット入力下書き用紙

　あなた　　　　貸与奨学金に申し込む学生本人

スカラネット入力下書き用紙（給付・貸与共通）【大学等（大学・短期大学・高等専門学校・

専門課程を置く専修学校）用】

スカラネット 奨学金を申込む時に利用する申込サイト
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申込み～選考 採用～返還

●奨学金の申込みから返還開始までの流れ

本冊子で説明している内容をピックアップ

※

16

58
59 6030

※「奨学金確認書兼地方税同意書」はあなたが直接機構に郵送（簡易書留）、マイナンバーはあなたがインターネットにより機構に提出。

　原則、春及び秋に在学校を通じて奨学生の募集を行います。在学校に必ず確認し、募集時期を逃さないように

注意してください。

貸与奨学金の募集時期はいつですか？ 10ページ

　「第二種奨学金」及び「入学時特別増額貸与奨学金」の利率については17ページを参照してください。

貸与奨学金にはどのような種類がありますか？

　無利子「第一種奨学金」と、有利子「第二種奨学金」があります。このほかに、入学時の一時金として「入学

時特別増額貸与奨学金」（有利子）があります。

６～８ページ

　2026年度に国内の大学等に在学している人が対象です。

貸与基準（学力・家計）により選考を行いますが、第二種奨学金は、第一種奨学金に比べ貸与基準が緩やかです。

どのような人が借りられますか？ ９ページ

　あなたの生計を維持する人、原則は父母両方、父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人

となります。

生計維持者とはどのような人ですか？ 14～15ページ

　「機関保証制度」と「人的保証制度」の２つがあります。奨学金を申し込む時に、どちらか一方を選択します。

※第一種奨学金で所得連動返還方式を選択した人は機関保証制度のみとなります。

保証制度にはどのような種類がありますか？ 23～28ページ

　「第一種奨学金」を申し込む場合は「所得連動返還方式」又は「定額返還方式」のいずれかを選択します。

※第二種奨学金は定額返還方式のみとなります。

返還方式にはどのような種類がありますか？ 19～20ページ
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　機構の奨学金制度は、勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきら

めることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。

　みなさんが、奨学金を利用することで安心して勉学に励み、それぞれの描いた夢が叶えられることを期待しています。

貸与奨学金（借入金）について

（1） くなはでのも」うらも「、は金学奨与貸　 あなた自身が「借りる」ものです。

（2） け受を与貸の金学奨、きづ基に計設活生・生人や況状済経の庭家のたなあ、は人るすとうよけ受を与貸　

る必要性、返還時の負担などを十分考慮し、学資として必要となる適切な金額を選んで申し込んでくだ
さい。

（3） あなたです。はのるけ受を与貸の金学奨　 返還義務もあなたにあります。
（4） 学奨与貸。すまれわ使てしと金学奨与貸の代世の次、が金おるす還返らかてし業卒を校学が生学奨与貸　

金は、先輩から後輩へとリレーされる仕組みになっています。

（5） 還返てし額減を額金るす還返月毎てじ応に況状、は合場たっなに難困が還返でどな業失・気病に中還返　

期間を延長する制度や返還期限を猶予（返還期日を先送り）する制度等があります。

（6） 。すまりあが合場るれら切ち打、りよに等振不績成業学は金学奨与貸　

はじめに 貸与奨学金を希望する皆さんへ

　この冊子をよく読んで、貸与奨学金制度について理解したうえで申込みを行ってください。
　また、父母等あなたの生計を維持している方にもこの冊子を読んでもらい、貸与奨学金制度の内容及びあな
たが奨学金を利用することについて理解してもらってください。

　この冊子では、大学等へ進学後に大学等の窓口で申込みを行う在学採用について説明しています。
　貸与奨学金(借入金)には返還の必要があります。
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【給付奨学金（2019年度以前採用のものを除く）受給中の第一種奨学金の貸与月額】
　高等教育の修学支援新制度（給付奨学金及び授業料等減免）を受けている人が併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、

給付奨学金の支援区分等に応じて第一種奨学金の貸与月額は下表のとおり調整されます。この場合、貸与奨学金の申込時に

選択した貸与月額及び貸与中の月額から減額等の調整（併給調整といいます）がされることがあります。また、給付奨学金

が「自宅通学」の月額の場合、第一種奨学金も「自宅通学」の月額になります。なお、給付奨学金と第一種奨学金が同月に
採用となる場合は初回振込から併給調整がかかります。第一種奨学金に採用された後に給付奨学金に採用された場合は、併
給調整後の振込額で精算処理（相殺）を行いますが、精算処理ができない場合（調整後月額が０円の場合等）は諸規程の定め
に基づき、貸与終了後に返還することになります。

①多子世帯でない場合

学校種別・給付奨学金の区分

大学

短期大学

専修学校

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

０円

０円

０円

０円

０円第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

第Ⅳ区分
（理工農系のみ）

第Ⅳ区分
（理工農系のみ）

第Ⅳ区分
（理工農系のみ）

国公立 私立

自宅通学 自宅通学自宅外通学 自宅外通学

20,300円
（25,000円）

併給調整なし（注3） 併給調整なし（注3）

併給調整なし（注3） 併給調整なし（注3）

併給調整なし（注3） 併給調整なし（注3）

13,800円

０円

０円

17,800円

０円

０円

０円

０円

０円

０円

24,000円

3,800円
（7,100円）

24,300円
（29,000円）

1,900円
（3,800円）

16,200円
（19,500円）

20,000円、30,500円
（20,000円、35,200円）

０円

０円

０円

０円

０円

０円

21,700円
（20,000円、30,300円）

19,200円

20,000円、34,500円

（20,000円、30,000円、44,500円）

20,000円、

30,000円、44,500円

20,000円、30,000円、40,000円

（20,000円、30,000円、47,000円）

20,000円、30,000円、40,700円

（20,000円、30,000円、47,700円）

20,000円、

30,000円、47,000円

20,000円、

30,000円、47,700円

０円

０円

17,400円

18,300円

22,900円
（28,500円）

23,800円
（29,400円）

（注１）　給付奨学金の対象校は、国又は地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校となります。在学校が対象と

なるかは在学校へお問い合わせください。

で人るすと要必を護養的会社び及人るいてし居同と者持維計生るいてけ受を）んせまい問を類種の助扶（護保活生　）２注（

児童養護施設等から通学し、「自宅通学」扱いの人は、上表のカッコ内の金額となります。

（注４）　2017年度以前入学者は、20,000円を選択できません。

と額金たれらめ定に別はと額金の表上、は額月与貸の人るいて学し在に）く除を程課夜昼（部間夜、程課育教信通　）５注（

なります。詳細は機構ホームページに掲載している第一種奨学金の貸与月額表をご覧ください。

　　　　（https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kingaku/

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/kikan_hosho/hoshoryo.html

2019ikou.html）

。すで定予載掲降以月４にジーペムーホ構機、は安目の料証保関機るかかに額月与貸の表上　）６注（

金学奨種一第、合場いないてし了完が査審類書の」学通外宅自「、し択選を」学通外宅自「に時込申の金学奨付給　）７注（

併給調整がされない通常の貸与月額については、6ページをご確認ください。　）３注（

についても当初は自宅月額の振込みとなります。自宅外月額の振込みは、「自宅外通学」の書類審査完了後となりま

す。「自宅外通学」の書類審査完了までに振り込まれた第一種奨学金の自宅月額は、併給調整後の振込額で精算処理

（相殺）を行います。精算処理ができない場合（調整後月額が０円の場合等）は諸規程の定めに基づき、貸与終了後

に返還することになります。

　1　 貸与奨学金の種類と貸与額
　貸与奨学金には次の３種類があります。

奨学金の種類 利子 貸与の方法

第一種奨学金 無利子 毎月の奨学金 原則として毎月１回振込み

第二種奨学金 有利子 毎月の奨学金 原則として毎月１回振込み

入学時特別増額
貸与奨学金

有利子 一時金 上記の奨学金の振込時 に増額して１回だけ振込み

※第一種奨学金と第二種奨学金は両方受けることができ、両方を受けることを併用貸与といいます。

併用貸与の場合、貸与総額（返還総額）が多額になる場合がありますので、本当に併用貸与を必要とするかよく考えてく

ださい。申し込む場合は、卒業後に返還することを考えて貸与月額を慎重に選択してください。

※入学時特別増額貸与奨学金のみの申込みはできません。第一種奨学金又は第二種奨学金と同時に申し込む必要があります。

※第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金の利率については17 ページ 7 参照

※入学時特別増額貸与奨学金を受けるための手続きの流れについては34ページ 3 参照

（1）第一種奨学金
　入学年度によって、適用される貸与月額が異なります。また、学校の種類（大学・短期大学・専修学校）、設置者（国公立・

私立）、通学形態（自宅・自宅外）別に定められた金額から選択できます。なお、途中年次への編入学者、転学者は、編入

学や転学前に在籍していた学校に入学した時を入学年月とします。

　専門課程を置く専修学校のうち、独立行政法人及び地方独立行政法人が設置する専修学校は「国公立」の月額が適用されます。

　自宅外通学の人は自宅通学の月額も選択可能です（給付奨学金（2019年度以前より受給のものを除く）受給中の場合は、

給付奨学金の通学形態と同じになります）。

　給付奨学金（2019年度以前のものを除く）受給中の場合は、貸与月額が調整されます（詳細は７ページ参照）。

【2018年度以降入学者の貸与月額】
区分

月額

の種類

大学 短期大学・専修学校

国・公立 私立 国・公立 私立

自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外

最高月額 45,000円 51,000円 54,000円 64,000円 45,000円 51,000円 53,000円 60,000円

最高月額

以外の月額 30,000円

20,000円

40,000円

30,000円

20,000円

40,000円

30,000円

20,000円

50,000円

40,000円

30,000円

20,000円

30,000円

20,000円

40,000円

30,000円

20,000円

40,000円

30,000円

20,000円

50,000円

40,000円

30,000円

20,000円

※最高月額は、併用貸与の家計基準に該当する場合のみ利用できます。

【2017年度以前入学者の貸与月額】
大学 短期大学・専修学校

国・公立 私立 国・公立 私立

自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外

45,000円 51,000円 54,000円 64,000円 45,000円 51,000円 53,000円 60,000円

30,000円 30,000円

※「自宅通学」とは、学生が生計維持者（原則父母）と同居している（またはこれに準ずる）状態のことをいいます。

れて、あなたもしくは生計離をともの者持維計生がたなあ、つか、し当該にかれずいのオ～ア下以、はと」学通外宅自「※

維持者が家賃を支払って生活している状態のことをいいます。

、は人るきで択選を額月の」学通外宅自「に時込申※ 2026年４月の時点から申込日時点までの通学形態が「自宅外通学」

である場合に限ります。

ア．実家（生計維持者いずれもの住所）から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上（目安）

イ．実家から大学等までの通学時間が片道120分以上（目安）

ウ．実家から大学等までの通学費が月１万円以上（目安）

エ．実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であって、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が１時間当り１本以下

（目安）

オ．その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

第１部 貸与奨学金制度の概要
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【給付奨学金（2019年度以前採用のものを除く）受給中の第一種奨学金の貸与月額】
　高等教育の修学支援新制度（給付奨学金及び授業料等減免）を受けている人が併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、

給付奨学金の支援区分等に応じて第一種奨学金の貸与月額は下表のとおり調整されます。この場合、貸与奨学金の申込時に

選択した貸与月額及び貸与中の月額から減額等の調整（併給調整といいます）がされることがあります。また、給付奨学金

が「自宅通学」の月額の場合、第一種奨学金も「自宅通学」の月額になります。なお、給付奨学金と第一種奨学金が同月に
採用となる場合は初回振込から併給調整がかかります。第一種奨学金に採用された後に給付奨学金に採用された場合は、併
給調整後の振込額で精算処理（相殺）を行いますが、精算処理ができない場合（調整後月額が０円の場合等）は諸規程の定め
に基づき、貸与終了後に返還することになります。

①多子世帯でない場合

学校種別・給付奨学金の区分

大学

短期大学

専修学校

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

０円

０円

０円

０円

０円第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

第Ⅳ区分
（理工農系のみ）

第Ⅳ区分
（理工農系のみ）

第Ⅳ区分
（理工農系のみ）

国公立 私立

自宅通学 自宅通学自宅外通学 自宅外通学

20,300円
（25,000円）

併給調整なし（注3） 併給調整なし（注3）

併給調整なし（注3） 併給調整なし（注3）

併給調整なし（注3） 併給調整なし（注3）

13,800円

０円

０円

17,800円

０円

０円

０円

０円

０円

０円

24,000円

3,800円
（7,100円）

24,300円
（29,000円）

1,900円
（3,800円）

16,200円
（19,500円）

20,000円、30,500円
（20,000円、35,200円）

０円

０円

０円

０円

０円

０円

21,700円
（20,000円、30,300円）

19,200円

20,000円、34,500円

（20,000円、30,000円、44,500円）

20,000円、

30,000円、44,500円

20,000円、30,000円、40,000円

（20,000円、30,000円、47,000円）

20,000円、30,000円、40,700円

（20,000円、30,000円、47,700円）

20,000円、

30,000円、47,000円

20,000円、

30,000円、47,700円

０円

０円

17,400円

18,300円

22,900円
（28,500円）

23,800円
（29,400円）

（注１）　給付奨学金の対象校は、国又は地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校となります。在学校が対象と

なるかは在学校へお問い合わせください。

で人るすと要必を護養的会社び及人るいてし居同と者持維計生るいてけ受を）んせまい問を類種の助扶（護保活生　）２注（

児童養護施設等から通学し、「自宅通学」扱いの人は、上表のカッコ内の金額となります。

（注４）　2017年度以前入学者は、20,000円を選択できません。

と額金たれらめ定に別はと額金の表上、は額月与貸の人るいて学し在に）く除を程課夜昼（部間夜、程課育教信通　）５注（

なります。詳細は機構ホームページに掲載している第一種奨学金の貸与月額表をご覧ください。

　　　　（https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kingaku/

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/kikan_hosho/hoshoryo.html

2019ikou.html）

。すで定予載掲降以月４にジーペムーホ構機、は安目の料証保関機るかかに額月与貸の表上　）６注（

金学奨種一第、合場いないてし了完が査審類書の」学通外宅自「、し択選を」学通外宅自「に時込申の金学奨付給　）７注（

併給調整がされない通常の貸与月額については、6ページをご確認ください。　）３注（

についても当初は自宅月額の振込みとなります。自宅外月額の振込みは、「自宅外通学」の書類審査完了後となりま

す。「自宅外通学」の書類審査完了までに振り込まれた第一種奨学金の自宅月額は、併給調整後の振込額で精算処理

（相殺）を行います。精算処理ができない場合（調整後月額が０円の場合等）は諸規程の定めに基づき、貸与終了後

に返還することになります。
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（2）第二種奨学金
　貸与月額は２万円から12万円までの間で１万円単位で額を選択できます。

　第二種奨学金について、以下の課程に在籍する人は12万円を選択した場合に限り、次のとおり増額ができます。

私立大学の医学・歯学の課程 ： ４万円増額（12万円＋４万円＝月額16万円）

私立大学の薬学・獣医学の課程 ： ２万円増額（12万円＋２万円＝月額14万円）

※増額分の利率については17ページ 7 （2）参照

※第二種奨学金については給付奨学金受給による貸与月額の調整（併給調整）はありません。

（3）入学時特別増額貸与奨学金（一時金）
　入学時の諸費用の負担を補うことを目的として10万円から50万円までの間で10万円単位で額を選択できます。

　申込みは入学時（編入学者は編入学時）に限ります。

学校種別・給付奨学金の区分
国公立 私立

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

０円第Ⅰ区分（多子世帯）

第Ⅱ区分（多子世帯）

第Ⅲ区分（多子世帯）

第Ⅳ区分（多子世帯）

多子世帯　※１ 300円

第Ⅰ区分（多子世帯）

第Ⅱ区分（多子世帯）

第Ⅲ区分（多子世帯） 2,700円

第Ⅳ区分（多子世帯） 5,200円

多子世帯　※１ 12,500円

第Ⅰ区分（多子世帯） 1,900円

第Ⅱ区分（多子世帯） 11,600円

第Ⅲ区分（多子世帯） 21,300円

第Ⅳ区分（多子世帯） 23,800円

多子世帯　※１
20,000円、

31,100円

20,000円、

37,100円
3,800円

※１　これに該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整

　　　されます。所得にかかわらず、資産額が 5,000 万円以上 3 億円未満であることにより授業料等減免のみ

　　　の支援となる者も同額となります。

※２　その他の場合の月額は機構ホームページをご確認ください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/heikyutyosei/index.html

大
　
学

短
　
期
　
大
　
学

０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円

０円 ０円

０円 ０円

０円 ０円

専
　
修
　
学
　
校

6,300円 ０円 5,600円

1,800円

18,500円 1,300円 8,300円

14,800円

20,400円

10,800円

②多子世帯の場合
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　2　 対象校
　2026年度に国内の大学等に在学している人が対象です。なお、海外大学、海外短期大学の日本校に在学している人は、

本冊子ではなく、海外用の奨学金案内を確認して申込手続きをしてください。

　対象校は以下のとおりです。

学校種別・課程 貸与対象 備考

大学

短期大学

学部・学科 ○ 　すべて貸与対象です。本冊子で申込手続きを説明しています。

通信教育課程
放送大学

○

専攻科・別科 ○
　別科は、助産師、視能訓練士等、職業に必要な技術の教授を目的とする別

科に限り対象となります。

専修学校
専門課程（専攻科含む） ○

高等課程・一般課程 × 　奨学金の貸与を受けることはできません。

その他の学校

（予備校・語学学校・職業訓練校等）
× 　奨学金の貸与を受けることはできません。

※大学・短期大学には専門職大学・専門職短期大学を含みます。

」生修履等目科「（すまり限に合場るす籍在で籍学の規正はのるなと象対与貸もてっあで程課・別種校学の」○「が象対与貸※

「聴講生」「正規課程でない職業訓練生」等は貸与対象外です）。

　3　 貸与奨学金の申込資格
　経済的理由により修学に困難があると認められる人。ただし、次の①～④に該当する人は、記載内容をよく読み、申込資

格があるか必ず確認してください。

①留年中等の人
　留年（休学等の学籍異動のため同一学年を引き続き再履修している人を除く）に相当する期間等は申込みできません。

②過去に奨学金を受けたことがある人
ア．奨学生として採用されるまでの間に次の状態であることが判明し、その状態を速やかに解消しない場合には不採用と

なります。また、採用後に判明した場合には、採用を取り消します。

Ⅰ．過去に受けた奨学金の返還誓約書が未提出である場合

Ⅱ．過去に受けた奨学金の返還が延滞中である場合

イ．奨学生として採用されるまでの間に、過去に貸与を受けた奨学金が、保証機関より代位弁済が行われたことが判明した場合は、

申込資格がありません。また、採用後に判明した場合には、採用を取り消します。

ウ．過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分で、新たに同じ種類の奨学金を希望する場合は、貸与期間が短縮さ

れたり申込みができない場合があります。29ページ　　　参照12

　通信教育課程や放送大学在学中の奨学金については、本冊子ではなく

「貸与奨学金案内（通信）」の冊子を確認して申込手続きをしてください。

③債務整理中の人
　債務整理中の人は申込資格がありません。また、採用後に奨学生本人が債務整理手続きを開始した場合は、貸与の継続は

できません。

④外国籍の人
　外国籍の人で、以下の在留資格等の方は申込みができます。申込みを行う際は、在留資格等及び在留期限（在留期間の満

了日）（法定特別永住者及び永住者の場合を除く。）を申告し、申込可能な在留資格等であることの証明書を提出する必要が

あります（※１）。

　通信教育課程在学中の奨学金については、本冊子ではなく「貸与奨学

金案内（通信）」の冊子を確認して申込手続きをしてください。

［在留資格等による申込資格の可否］

国　籍

⇒

在留資格等（※２）

⇒

⇒

⇒

日本国以外

法定特別永住者（※３）
・「在留カード」（コピー）
・「特別永住者証明書」（コピー）
「・ 住民票の写し」（原本）
等、在留資格・在留期間が明記されているもの

（いずれか１点）

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者（※４）

家族滞在（※５）

上記以外（留学等） 申込資格がありません（※7）

上記の書類に加えて
・「出入国記録の写し」（原本）（※6）
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　4　 募集時期と貸与期間
　採用の種類には、次の「定期採用」と「緊急採用・応急採用」の２種類があり、募集時期が異なります。

　　申込期限を在学校に確認し、必ず期限内に申込みを行ってください（申込期限はスカラネット入力下書き用紙の「おぼえ
書き」に記入してください）。

（1）定期採用
　原則、春（４月～一次採用）及び秋（９月～二次採用）に、学校を通じて奨学生の募集を行います。貸与奨学金の種類ご

（2）緊急採用・応急採用

との貸与期間は下表の貸与始期から貸与終期までです。

貸与奨学金の種類 貸与始期（いつから） 貸与終期（いつまで）

第一種奨学金【無利子】
（春）2026年４月

原則として修業年限の終期
（秋）2026年10月

第二種奨学金【有利子】

（春）2026年４月～９月の間で希望する月

原則として修業年限の終期（秋）2026年10月～2027年３月の間で

希望する月

入学時特別増額貸与奨学金

【有利子】

入学月

・4月入学者は春（一次採用）にて申込みが必
要です。

・入学時特別増額貸与奨学金を第二種奨学金
と同時に申し込む場合、第二種奨学金の貸
与始期は、入学年月と同一にする必要があ
ります（例：入学年月が2026年４月の場
合、春（一次採用）にて申込み、第二種奨学
金の貸与始期も2026年４月）。貸与始期が
入学年月と同一でない場合、入学時特別増
額貸与奨学金に申込みできません。

※2026年度秋季入学者の貸与始期及び貸与終期は、学校へご確認ください。

（3）修業年限の考え方
　修業年限とは、各学校が学部・学科や課程・専攻ごとに定めている標準的な教育期間のことで、申込資格を満たす人は、

修業年限内において奨学金の申込みを行うことができます。また、修業年限は奨学金の種類（第一種奨学金・第二種奨学金等）

ごとに設けておらず、在籍期間中に休学期間や休学を伴う留学期間・学業不振等による留年期間があった場合には、修業

年限には含まれません（休学を伴う留学期間であっても貸与を受けた期間は修業年限に含みます）。なお、休学期間・留学

期間・留年期間に該当するかどうかは、当該月の初日（１日）を基準日とします。

１年次

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

奨学金貸与

休学期間（４月１日～）

奨学金貸与

10月11月12月 １月 ２月 ３月

２年次

２年次

３年次

４年次

【２年次以降に奨学金を申し込む場合の貸与期間】※大学学部（４年制）のケース

休学期間は修業年限に含まれないため、

４年次修了まで貸与を受けることが可能。

　進学前又は在学中に被災や父母等の病気等の事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前

に貸与奨学金を必要とする場合は、急変後の年収見込みにより選考が行われる「緊急採用・応急採用」に申し込むことが

できます。詳細は、47ページ「第3部 緊急採用・応急採用」を確認してください。

未貸与期間（修業年限に含む）

未貸与期間（修業年限に含む）

（※２）
（※３）

）４※（

（※５）

在留資格は「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政令第319号）によるものです。
法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（平成３年法律第71
号）によるものです。

「定住者」について、将来永住する意思のない人は、貸与対象となりません。

「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業（修了）していること」又は、「小学校等を卒業する年齢の前に日
本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」のいずれかに該当し、かつ、大学等卒業後に日本に定
着して就労する意思がある者に限ります。

（※６）

（※７）

ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申込者が出入国在留管理庁に開
示請求を行い取得した記録をいいます。
申込資格のない在留資格の者が「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合は、奨学金の貸与を受けることができません。

（※１）申込時点で在留資格の更新許可申請中であるものの、当該申請にかかる処分がなされていない「特例期間」に該当する場合は、在留資
格の証明書類に加え、そのことを示す書類の提出が必要です。
奨学金を受けるには、進学日までに在留資格更新許可申請を行い許可されている必要があるため、更新完了後は速やかに更新済みの在
留資格の証明書類（在留期限が進学日以降のもの）を提出してください。
「特例期間」に該当せず、申込時点で在留期間が経過している場合、速やかに出入国在留管理局へご相談ください。
なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。
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（注１）

休学期間（10月１日～）

（注２）

１年次

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

奨学金貸与

奨学金貸与

奨学金貸与

10月11月12月 １月 ２月 ３月

１年次

２年次

（注１）　休学等の学籍異動のため、同一学年を再履修している場合は、留年に含まれません。

（注２）　10月以降は修業年限外となりますが、第二種奨学金については修業年限後も引き続き貸与が受けられる（貸与

　　　　期間の延長ができる）場合があります。詳細については在学校にお問い合わせください。

【過去に休学期間がある場合の貸与期間】※専門学校（２年制）のケース

休学期間は修業年限に含まれないため、

修業年限は２年次の９月までとなる。

（参考）長期履修学生の貸与期間について（詳細は在学校に確認してください。）

　第一種奨学金：通常課程の標準修業年限に相当する期間とします。

」でま期終の限年業修の程課修履期長「るめ定に則学てっよにとこう行をき続手の定所に後用採：金学奨種二第　

貸与を延長することができます。

　5　 貸与奨学金の選考基準

　緊急採用・応急採用は49ページ　　（4）を参照してください。

（1）学力基準

＜2026年度入学者＞

（１年生）

②上記の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の貸与額算定基準額が0円である
者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者（児童養護施設等入所者、里
親による養育を受けている者等）であって、次のア又はイのいずれかに該当する者。

　ア.　入学者選抜試験の成績が入学者の上位1／2の範囲に属すること。
　イ.　将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、

学修計画書等により確認できること。

　ア．GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位1／2の範囲に属すること。
　イ．修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を

持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。
　※採用基準となるGPA、修得単位数はともに「入学時から前年度（前学年）末までの累積」

によって判定されます。
　※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認めら

れる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認で
きれば、この基準を満たすことになります。

③高等学校卒業程度認定試験合格者であること。

＜2017 ～ 2025年度入学者＞

（２年生以上）

①本人の属する学部（科）の上位１／３以内であること。

②上記①の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の貸与額算定基準額が０円であ
る者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者（児童養護施設等入所者、
里親による養育を受けている者等）であって、次のア又はイのいずれかに該当する者。

＜2016年度以前入学者＞
（２年生以上） 本人の属する学部（科）の上位１／３以内であること。

「第二種奨学金のみ」

次の①～④のいずれかに該当すること。
①　出身学校又は在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。
②　特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められること。
③　学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
④　高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記①～③のいずれかに準ずると認められること。

「第一種奨学金のみ」又は「併用貸与」

1

学力の推薦基準を満たしている奨学金申込者を在学校が推薦します。機構では家計を含めた審査・選考を行い、奨学生と

して採用します。学力基準及び家計基準は以下のとおりです。併用貸与の基準は、既に第一種奨学金又は第二種奨学金の貸

与を受けており、追加で第一種奨学金又は第二種奨学金を申し込む場合も適用されます。

①高等学校又は専修学校高等課程の成績の平均が、各学校区分において以下の基準を満た

　すこと。

 大学・短期大学 ：３.５以上　　　専修学校 ：３.２以上
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（2）家計基準

（※１）収入については、2024年（1月～12月）の収入に基づく2025年度住民税情報（秋に申し込む場合は、2025年（1月～

12月）の収入に基づく2026年度住民税情報）により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。

（※２）貸与額算定基準額＝（課税標準額）×６％－（市町村民税調整控除額）（100 円未満切り捨て）

－（多子控除）★1－（ひとり親控除）★2－（私立自宅外控除）★3

★1　生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども１人につき40,000円を控除します。扶養して

いる子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい方の人数を適用します。

　　  例　生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、（３－２）人×40,000

円＝40,000円となります。

★2　ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。

★3　在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専門課程を置く専修学校・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場

合に22,000円を控除します。

生計維持者の貸与額算定基準額（※２）が164,600円以下であること

生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること

生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること

第一種・第二種併用貸与

第一種奨学金

第二種奨学金

希望する奨学金 家計基準（※１）

　家計の審査は、原則としてマイナンバー等で取得した生計維持者の住民税情報を用いて行います。次の基準に該当する

必要があります（該当しない場合は採用されません）。

○　税制改正に伴う変更があった場合は、機構ホームページでお知らせいたします。
○　政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、（市町村民税調整控除額）に３／４を乗じた額となります。

○　市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が０円になります（以下の例外を除き

ます）。

・ふるさと納税等による寄附金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民

税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、貸与額算定基準

額は０円にならない場合があります。

※親②は、例として、給与所得の場合（左表）は収入300万円、給与所得以外の場合（右表）は所得200万円としています。

　表中の数字はあくまで目安です。収入基準は2024年（秋に申し込む場合は2025年）の収入・所得に基づく住民税情報等によ

り設定されているため、世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象

とならない場合があります。

(第一種奨学金の目安)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kakei/index.html

(第二種奨学金の目安)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/kakei/index.html

(併用貸与の目安) 
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/heiyo/kakei/index.html

【参考】収入・所得の上限額の目安

あなた、

親①（ひとり親）（★）

あなた、親①（★）、

親②（無収入）

あなた、親①（★）、

親②（★※）、高校生

あなた、親①（★）、

親②（★※）、高校生、中学生

２人

３人

４人

５人

777

732

880

972

1,180

1,127

1,309

1,387

世帯

人数
想定する世帯構成

（★）が給与所得者の世帯

（年間の収入金額）

（★）が給与所得者以外の世帯

（年間の所得金額）

（単位：万円）

第一種 第二種 併用貸与 第一種 第二種 併用貸与

722

677

826

911

559

550

613

678

905

891

937

1,003

513

503

566

646
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（2）家計基準

（※１）収入については、2024年（1月～12月）の収入に基づく2025年度住民税情報（秋に申し込む場合は、2025年（1月～

12月）の収入に基づく2026年度住民税情報）により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。

（※２）貸与額算定基準額＝（課税標準額）×６％－（市町村民税調整控除額）（100 円未満切り捨て）

－（多子控除）★1－（ひとり親控除）★2－（私立自宅外控除）★3

★1　生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども１人につき40,000円を控除します。扶養して

いる子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい方の人数を適用します。

　　  例　生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、（３－２）人×40,000

円＝40,000円となります。

★2　ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。

★3　在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専門課程を置く専修学校・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場

合に22,000円を控除します。

生計維持者の貸与額算定基準額（※２）が164,600円以下であること

生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること

生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること

第一種・第二種併用貸与

第一種奨学金

第二種奨学金

希望する奨学金 家計基準（※１）

　家計の審査は、原則としてマイナンバー等で取得した生計維持者の住民税情報を用いて行います。次の基準に該当する

必要があります（該当しない場合は採用されません）。

○　税制改正に伴う変更があった場合は、機構ホームページでお知らせいたします。
○　政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、（市町村民税調整控除額）に３／４を乗じた額となります。

○　市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が０円になります（以下の例外を除き

ます）。

・ふるさと納税等による寄附金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民

税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、貸与額算定基準

額は０円にならない場合があります。

※親②は、例として、給与所得の場合（左表）は収入300万円、給与所得以外の場合（右表）は所得200万円としています。

　表中の数字はあくまで目安です。収入基準は2024年（秋に申し込む場合は2025年）の収入・所得に基づく住民税情報等によ

り設定されているため、世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象

とならない場合があります。

(第一種奨学金の目安)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kakei/index.html

(第二種奨学金の目安)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/kakei/index.html

(併用貸与の目安) 
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/heiyo/kakei/index.html

【参考】収入・所得の上限額の目安

あなた、

親①（ひとり親）（★）

あなた、親①（★）、

親②（無収入）

あなた、親①（★）、

親②（★※）、高校生

あなた、親①（★）、

親②（★※）、高校生、中学生

２人

３人

４人

５人

777

732

880

972

1,180

1,127

1,309

1,387

世帯

人数
想定する世帯構成

（★）が給与所得者の世帯

（年間の収入金額）

（★）が給与所得者以外の世帯

（年間の所得金額）

（単位：万円）

第一種 第二種 併用貸与 第一種 第二種 併用貸与

722

677

826

911

559

550

613

678

905

891

937

1,003

513

503

566

646

［入学時特別増額貸与奨学金（一時金）　］

1 ．借入申込世帯の年間収入（所得）金額が公庫の示す金額以内であること

2 ．借入申込金額が350万円を超えていないこと※

3 ．使途が教育資金であること

4 ．保護者等による申込みであること

公庫が定める「国の教育ローン」の要件

※一定の要件に該当する場合は、上限450万円。詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

機構ホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」で、家計基準に該当するかおおよその

目安が確認できます。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html

家計基準に該当するか調べたい方へ

入学時特別増額貸与奨学金は、あなたの保護者等が、日本政策金融公庫（以下、公庫という。）の「国の教育ローン」を申

込み等したものの、融資が受けられなかった場合に貸与を受けることができる制度です。「国の教育ローン」が利用できた

場合、「入学時特別増額貸与奨学金」は利用できません。

（※１）奨学金申込時に申告した家計収入が一定以下（あなたの保護者等の貸与額算定基準額が75,000円以下）の場合、

「国の教育ローン」を申し込む手続きを省略できます。

（※２）「国の教育ローン」を申し込んだが、審査の結果利用できず「融資できない旨が記載された日本政策金融公庫発行の

通知文」が発行された場合は、当該通知文を大切に保管しておいてください。奨学金申込時に通知文に記載の日付

を入力していただく必要があります。

（※３）あなたの保護者等が、公庫の窓口、電話、WEB等で申込みできないことを確認した日付を控えておいてください。

奨学金申込時に当該日付を入力していただく必要があります。

　入学時特別増額貸与奨学金を受けるまでの手続きの詳細は34ページ　　　を参照してください。3

一次採用（春）が家計基準により不採用となった場合
二次採用（秋）では2025年（１月１日～12月31日）の収入に基づく2026年度住民税情報で判定を行うため、一

次採用（春）とは判定結果が異なる可能性があります。進学資金シミュレーター等を活用のうえ、二次採用（秋）へ

の申請をご検討ください。

「国の教育ローン」の申込み：

不要（※１）

「国の教育ローン」の申込み：

必要

「国の教育ローン」申込 「国の教育ローン」審査結果 入学時特別増額貸与奨学金（※１）

利用可

利用不可

申し込んで、利用できなかった

（※２）

申し込んで、利用できた

申し込まなかった

申込みしようとしたが、申込要件

を満たさず、申し込めなかった

（※３）
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［生計維持者］

生計維持者となる人の例

生計維持者とは、原則あなたの父母（父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人）です。
詳細は機構ホームページに掲載の「生計維持者について」「生計維持者に係るＱ＆Ａ」を確認してください。

　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html

Ⅳ　父母と死別又は意識不明 生計維持者

１ 父又は母と死別（再婚していない） 左記に該当しない父又は母（１名）

２
父母と死別し、親族から支援を受けながら一人暮ら

しをしている

主に支援をしている親族（１名）
※支援をしている人が複数人であっても、主に生計を維持し

ている１名となります。

３
父又は母が意識不明（精神疾患含む）により意思疎

通ができない

意思疎通できる父又は母（１名）

※意思疎通ができない父又は母は生計維持者に含みません。

Ⅴ　あなたが生計維持者となる場合（独立生計者） 生計維持者

1
あなた（１名）

あなた（１名）2

Ⅰ　父母ともにいる場合 生計維持者

１ 父母と同居・別居（一人暮らし）
父母（２名）

２ 父母どちらか又は両方が海外赴任・単身赴任

※父母が無職無収入の場合でも生計維持者となります。
※以下のような場合でも父母（２名）が生計維持者となります。
　・あなた自身のアルバイト収入で生計を立てている場合
　・父母と離れて暮らす社会人の兄と同居している場合  　　等

※左記に該当する場合、父母の有無にかかわらず、あなた（１名）
が生計維持者となります。

Ⅱ　父母が離婚調停中 生計維持者

１ 父母が離婚調停中
父母（２名）

※離婚調停中でも原則は父母となります。

２ あなたの生活を支援する父又は母（１名）
父母が離婚調停中（父又は母は別居しており、一切の

支援を得られない）

社会的養護を必要とし、18歳となる前日に児童養護

施設等に入所していた又は里親に養育されていた

あなたが結婚しており、あなたが納税手続きにおいて

配偶者を扶養している

２ 父母が離婚後、再婚（事実婚含む）している 父又は母と再婚相手（２名）

Ⅲ　父母が離婚 生計維持者

１
父母が離婚し、父又は母（いずれか一方）と同居し

ている

（注1） 生計維持者としてスカラネットで入力した人物についてマイナンバーを提出する必要があります。  

　　　  （「奨学金確認書兼地方税同意書」の人物とスカラネットで入力した人物は一致する必要があります。）  

（注2） 無職（専業主婦（夫））や扶養されている場合でもマイナンバーを提出する必要があります。  

　　　   ※マイナンバーでの情報取得等については12ページ及び42ページを参照してください。  

（注4） 生計維持者が１人（独立生計者を含む）である場合、事実関係が確認できる証明書の提出を求める場合があります。  

（注5） 社会的養護を必要とする人（3ページ参照）は、そのことを証明する書類を提出してください。  

            ※機構の所定様式「施設等在籍・退所証明書」でも可能です（所定様式を希望する場合は、在学校に相談してください）。  

（注6） 生計維持者を誤って申告して採用された場合、採用が取り消されることがあります。  

父母（２名）
※離婚等により、父又は母と別生計となっている場合は、１名

になります。

（注3）「奨学金確認書兼地方税同意書」「マイナンバー提出」の不備照会はあなた宛に、電話や郵便物での通知、または40ページで

登録したあなたのメールアドレスへ照会されます。照会があった際は速やかに対応していただく必要があります。

　　　 なお、期限内に対応していただけず、不備が解消しない場合は不採用となります。

家計状況の厳しい世帯の学生が第一種奨学金の貸与を受けた場合、本人が、卒業後に一定の収入を得

詳しい手続き、適用条件については機構ホームページをご確認ください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/henkanhousiki/shotokurendo.html

るまでの間は、願い出により、特例として年限（猶予を受けることができる期間）の制限なく返還期

限猶予を受けることができる制度です。

猶予年限特例制度
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［生計維持者］

生計維持者となる人の例

生計維持者とは、原則あなたの父母（父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人）です。
詳細は機構ホームページに掲載の「生計維持者について」「生計維持者に係るＱ＆Ａ」を確認してください。

　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html

Ⅳ　父母と死別又は意識不明 生計維持者

１ 父又は母と死別（再婚していない） 左記に該当しない父又は母（１名）

２
父母と死別し、親族から支援を受けながら一人暮ら

しをしている

主に支援をしている親族（１名）
※支援をしている人が複数人であっても、主に生計を維持し

ている１名となります。

３
父又は母が意識不明（精神疾患含む）により意思疎

通ができない

意思疎通できる父又は母（１名）

※意思疎通ができない父又は母は生計維持者に含みません。

Ⅴ　あなたが生計維持者となる場合（独立生計者） 生計維持者

1
あなた（１名）

あなた（１名）2

Ⅰ　父母ともにいる場合 生計維持者

１ 父母と同居・別居（一人暮らし）
父母（２名）

２ 父母どちらか又は両方が海外赴任・単身赴任

※父母が無職無収入の場合でも生計維持者となります。
※以下のような場合でも父母（２名）が生計維持者となります。
　・あなた自身のアルバイト収入で生計を立てている場合
　・父母と離れて暮らす社会人の兄と同居している場合  　　等

※左記に該当する場合、父母の有無にかかわらず、あなた（１名）
が生計維持者となります。

Ⅱ　父母が離婚調停中 生計維持者

１ 父母が離婚調停中
父母（２名）

※離婚調停中でも原則は父母となります。

２ あなたの生活を支援する父又は母（１名）
父母が離婚調停中（父又は母は別居しており、一切の

支援を得られない）

社会的養護を必要とし、18歳となる前日に児童養護

施設等に入所していた又は里親に養育されていた

あなたが結婚しており、あなたが納税手続きにおいて

配偶者を扶養している

２ 父母が離婚後、再婚（事実婚含む）している 父又は母と再婚相手（２名）

Ⅲ　父母が離婚 生計維持者

１
父母が離婚し、父又は母（いずれか一方）と同居し

ている

（注1） 生計維持者としてスカラネットで入力した人物についてマイナンバーを提出する必要があります。  

　　　  （「奨学金確認書兼地方税同意書」の人物とスカラネットで入力した人物は一致する必要があります。）  

（注2） 無職（専業主婦（夫））や扶養されている場合でもマイナンバーを提出する必要があります。  

　　　   ※マイナンバーでの情報取得等については12ページ及び42ページを参照してください。  

（注4） 生計維持者が１人（独立生計者を含む）である場合、事実関係が確認できる証明書の提出を求める場合があります。  

（注5） 社会的養護を必要とする人（3ページ参照）は、そのことを証明する書類を提出してください。  

            ※機構の所定様式「施設等在籍・退所証明書」でも可能です（所定様式を希望する場合は、在学校に相談してください）。  

（注6） 生計維持者を誤って申告して採用された場合、採用が取り消されることがあります。  

父母（２名）
※離婚等により、父又は母と別生計となっている場合は、１名

になります。

（注3）「奨学金確認書兼地方税同意書」「マイナンバー提出」の不備照会はあなた宛に、電話や郵便物での通知、または40ページで

登録したあなたのメールアドレスへ照会されます。照会があった際は速やかに対応していただく必要があります。

　　　 なお、期限内に対応していただけず、不備が解消しない場合は不採用となります。

家計状況の厳しい世帯の学生が第一種奨学金の貸与を受けた場合、本人が、卒業後に一定の収入を得

詳しい手続き、適用条件については機構ホームページをご確認ください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/henkanhousiki/shotokurendo.html

るまでの間は、願い出により、特例として年限（猶予を受けることができる期間）の制限なく返還期

限猶予を受けることができる制度です。

猶予年限特例制度

【生計維持者確認チャート】

① ② ③ ④

父母２名ともにいる

あなたの年齢や、父又

は母との同居別居およ

び収入の有無・多寡を

問わず、以下のような

例も含みます。

例

・父又は母が無職、無

収入

・あなたは一人暮らし

をしており、仕送り

なくアルバイトで生

活費を賄っている

・父又は母が単身赴任、

海外赴任で別居中で

ある

・あなたは社会人で収

入がある

・離婚によるひとり親家
庭である（あなたと離

婚した父又は母の一方

とは、別居・別生計で、

あなたの生活を支援す

る父又は母が再婚して

いない）

※あなたと別居してい

る父又は母から日常

的な金銭的支援を受

けている場合は①と

みなします

・父又は母と死別した

・父又は母は行方不明、
絶縁状態である

・父又は母は意識不明、
意思疎通不可である（離婚・死別・意識不明等に

　あてはまらない）

父母２名

以下のいずれかに
あてはまる

代わりにあなたの

生活を支援して

いる者がいる

父母ともに死別
（絶縁）している

（父母の状況に
かかわらず、）
あなたは社会的
養護を必要とする

父又は母1名

はい

いいえ

主に支援を
している１名

あなた１名
（独立生計者）

あなたの生計維持者が誰になるのか、【生計維持者確認チャート】を使って確認することができます。

あなたの父・母はどのような状況ですか。①〜④の中から選んでください。

※上記ケースにあてはまらない方の生計維持者については、機構ホームページ掲載の「生計維持者について」「生計維持者に係

る Q&A」をご確認ください。
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6  貸与奨学金の交付
　奨学金は、奨学生本人名義の口座に原則毎月振り込まれます。

（1）取扱い金融機関
　奨学金の振込口座に利用できる金融機関は下表のとおりです。

利用できる 利用できない

金融機関

日本国内の銀行（ゆうちょ銀行を含む）、

※機構の取扱金融機関であれば、インターネット支店
　を利用できます。

信用金庫、労働金庫、信用組合（一部を除く）

口座 本人名義の普通預金（通常貯金）口座
本人以外の名義の口座、貯蓄預金口座、NISA 口座、
休眠口座、解約した口座

（2）奨学金振込日
　奨学金は原則、毎月11日に振り込まれます。振込日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日となります。

また、初回振込み時は、貸与始期（10ページ 4 １参照、緊急採用・応急採用は49ページ　　（3）参照）からの月額が

まとめて振り込まれます。

　詳しくは、「貸与奨学生のしおり」（機構ホームページ掲載）で確認してください。

（度制証保関機てしと度制証保・ 23ページ 11 参照）を選択し、かつ初回振込み時において奨学金が数か月分ま

とめて振り込まれる場合、奨学金の振込額に応じて機関保証の保証料を算出するため、端数処理の関係で奨学生証

に記載されている保証料月額の整数倍にならないことがあります。

・

農協、信託銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行

（楽天銀行、PayPay銀行、セブン銀行等）、その他一部

の銀行（SBI新生銀行、あおぞら銀行等）

スカラネットで振込口座情報等の送信内容に誤りがあった場合や申込時に書類の追加提出依頼があった人等は、初

回振込みが大幅に遅れることがあります。
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　7　 利率
（1）利率の算定方法
　第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金の利率の算定方法は、「利率固定方式」と「利率見直し方式」があり、どち

らか一方を選択します。いずれの方式も、利率に上限（年３.0％）があります。なお、奨学金貸与中及び在学猶予・返還期

限猶予中は無利子です（ 65ページ 5 （8）参照）。

利率固定方式：

：式方し直見率利

貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。将来、市場金利が変動した場合も、

利率は変わりません。

貸与終了時に決定した利率を、おおむね５年ごとに見直します。将来、市場金利が変動した場合

は、それに伴い利率も変わります（将来、市場金利が上昇（下降）した場合は、貸与終了時の利

率より高い（低い）利率が適用されます）。

（2）増額貸与利率の算定方法
［増額貸与利率を適用する対象者］

①私立大学の医・歯・薬・獣医学課程に在学し、基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた人

②入学時特別増額貸与奨学金を受けた人

［利率の算定方法］

　基本月額に係る利率と増額部分に係る利率（以下「増額貸与利率」という）を加重平均して算定します。その基礎となる

基本月額に係る利率と増額貸与利率は、次のとおりです。

（3）利率の算定方法の変更手続き
　利率の算定方法は、申込時に選択した後も、貸与期間が終了する年度の一定の期間まで変更することができます。

　なお、変更手続きの期限は年度によって異なりますので、貸与が終了する年度に変更を希望する場合は、当該年度の４月

以降、在学校へお問い合わせのうえ、変更の手続きをしてください。また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了す

る場合も変更手続きの期限を前もって在学校にお問い合わせのうえ、在学校を通じて変更の手続きをしてください。

（4）貸与が終了した後に適用される利率について
　返還時に適用される利率及び割賦金額は

　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/riritsu/2007ikou.html

、貸与終了後に機構から「第二種奨学金の返還条件通知及び口座振替（リレー口座）

加入通知」でお知らせします。また、機構ホームページにも利率を掲載します。

基本月額に係る利率：

増 額 貸 与 利 率：

「利率固定方式」又は「利率見直し方式」に従って算定します（どちらも年 3.0％が上限です）。

原則として基本月額に係る利率に0.2％上乗せした利率とします（財政融資資金の利率が年

3.1％を超える場合は、財政融資資金の利率が適用されます）。

（注1）「貸与終了時に決定した利率」とは、機構が奨学金交付のために借入れした資金を貸与終了時に借り換えた財政融

資資金の利率です（財政融資資金の借り換えと併せて債券を発行した場合、財政融資資金と債券の利率をそれぞ

れの貸与額で加重平均した利率が適用されます）。

（注2）借り換える財政融資資金は、利率固定方式のためのものが固定利率型、利率見直し方式のためのものが５年利率

見直し型です。
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（1）利率固定方式における返還の概略図
利率が返還完了まで一定のため、返還額は一定です。

（2）利率見直し方式における返還の概略図
　利率が５年ごとに見直されるため、残元金に対する利子が

変動することにより返還額が増減します。

　8　 元利均等返還
　第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金は、元利均等返還の方法によりますので、月賦返還における毎回の返還額（割

賦元金・残元金に対する利子・据置期間（※）利息の分割額の合計額）は定額です（最終回は端数の調整があります。また、

利率見直し方式の場合は5年ごとに毎回の返還額が見直されます）。

だく意注ごでのすまりな異はと減増の金賦割の際実、りあで例一の減増の金賦割う伴に動変の率利、は図略概記上　）２注（

さい。

利率固定方式と利率見直し方式は、元金分の総額は同じです。（注３）

（注１）

（」還返用併賦年半・賦月「てしと法方賦割　）４注（ 20ページ 9 （2）

5 （8）

参照）を選択した場合、半年賦分の返還がある１

月と７月は、他の月と比べて返還額が多くなります。

元金分

利子分

20年15年10年5年

額
還
返

額
還
返

20年15年10年5年

［定額返還方式（注1）により最長20年間で返還する場合］ ［定額返還方式（注1）により最長20年間で返還する場合］

元金分

利率の上昇 利率の下降 利率の上昇

利子分

　

「定額返還方式」の例は 19ページ 9 参照。

（※）貸与終了後や在学猶予（65ページ　　　　　参照）期間終了後から返還開始までの期間
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●所得連動返還方式と定額返還方式の概要

所得連動返還方式 定額返還方式

対象となる

奨学金の種類
第一種奨学金のみ

第一種奨学金、第二種奨学金、入学時特別増額貸

与奨学金

保証制度

機関保証制度（保証料が必要）のみ 機関保証制度、人的保証制度のいずれかを選択

。すまりなと一同は度制証保の金学奨種二第と金学奨種一第、は合場む込し申てしと願併は又与貸用併※

ただし、第一種奨学金を所得連動返還方式とする場合に限り、第二種奨学金について、機関保証制度又

は人的保証制度のどちらかを選択することができます。

※「併願」とは、第一種奨学金が不採用の場合、第二種奨学金の貸与を希望することです。

（「課税対象所得（課税総所得金額）」×９％÷12）（１

円未満の端数は切り捨て）

※算出した額

※子ども1人につき33万円を課税対象所得から控除

します。

が

なお、返還月額の算定は、所得連動返還方式を選択し

た奨学金ごとに行います。

2,000円未満となった場合、返還月額

は2,000円となります。

算りよに式方還返額定、は額月還返の度年初還返※

出した返還月額の半額です。また、その額での返

還が困難な場合は申請により月額2,000円に変更す

ることが可能です。

、は合場るいてっなに者養扶被に中還返がたなあ※

あなたと扶養者の課税対象所得（課税総所得金額）

の合計に基づき返還月額を算出します（扶養者の

マイナンバーの提出が必要となります）。

割賦方法 月賦返還のみ

返還誓約書にて「月賦返還」又は「月賦・半年賦

併用返還」のいずれかを選択

（参考）20ページ 9 （2）

返還困難な場合

返還期限猶予制度が利用可能

（減額返還制度は利用不可）

（参考）65ページ 5 （8）

返還期限猶予制度、減額返還制度が利用可能

（参考）65ページ 5 （8）

月還返たし出算りよに式方還返額定、合は場いないてし出提をーバンナイマにあなたの時込申金学奨りよに情事のから何※
額により返還します。

返還月額の算出
貸与総額に応じて算出された返還金額（月額）によ

り、返還完了まで返還

返還2年目以降、マイナンバーを利用して取得した

前年の所得情報等に基づき、10月～翌年９月の返還

月額を算出

　 9 　 返還方式
（1）返還方式の種類と概要
　第一種奨学金を申し込む人は、「所得連動返還方式」と「定額返還方式」のどちらかの返還方式を選択してください。

「所得連動返還方式」は、卒業後の所得に応じて毎年の返還額が決まるので、所得が少ない時期も、無理なく返還できる

制度です。

　第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金については、「定額返還方式」となります。
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（2）「定額返還方式」の割賦方法の選択
　第二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金及び「定額返還方式」を選択した第一種奨学金については、採用後に提出する

返還誓約書において、返還する際の割賦方法を選択する必要があります。なお、返還誓約書で決めた割賦方法は、原則とし

て変更できません。

（3）返還方式の変更（第一種奨学金のみ）
変更内容 説明

定額返還方式　→　所得連動返還方式

・貸与中及び貸与終了後ともに変更が可能です。

・人的保証制度を選択していた場合は、機関保証制度への変更手続きを同時に行

うことが必要です。その際、保証料の一括での支払いが必要となります。
・あなたのマイナンバーが提出されていない場合は、変更手続きにあたり、あな

たのマイナンバー及びその他確認書類の提出が必要です。

・月賦・半年賦併用返還を選択していた場合は、月賦返還に変更となります。

所得連動返還方式　→　定額返還方式

・貸与期間が終了する年度の一定の期間まで変更することができます（貸与終了

後は変更できません）。
　なお、変更手続きの期限は年度によって異なりますので、貸与が終了する年度

に変更を希望する場合は、当該年度の４月以降、在学校へお問い合わせのうえ、

変更の手続きをしてください。また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が

終了する場合も変更手続きの期限を前もって在学校にお問い合わせのうえ、在

学校を通じて変更の手続きをしてください。

・保証制度は「機関保証」が継続されます（「人的保証」への変更はできません）。

※第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金は「定額返還方式」のみであるため対象外

10月 11月 12月 １月 ２月

10月 11月 12月 １月 ２月

６月 ７月 ８月 ９月

６月 ７月 ８月 ９月

… …

… …

月賦返還

毎月の返還のイメージ

月賦・半年賦
併用返還

月賦返還：返還総額を毎月均等に分割して返還する返還方法

月賦・半年賦併用返還：返還総額の半分を毎月定額で返還し（月賦分）、もう半分を半年賦（１月と７月）で返還す

る、月賦と半年賦とを併せた返還方法
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　10　 個人信用情報機関への登録と利用等についての同意

契るあで報情るす関にトッジレクやンーロの者費消（報情用信人個の者費消らか）等行銀（員会、はと関機報情用信人個※

約内容、利用状況、返済状況等個人の経済的信用に関する情報）を収集・蓄積し、会員（銀行等）からの照会に対し信用

情報を提供する業務を行う機関です。

　　

【個人信用情報機関への登録の流れ】

InformationInformation

（⑮ ）

JASSO
（日本学生支援機構）

日本国際教育支援協会
（保証機関）

全国銀行個人信用
情報センター
　　[ 銀行系 ]

学校
奨学生

（返還者）

①奨学金申込

②採用決定

③　奨　学　金

④　返　還 ⑤延滞

情報の相互交流

ＣＲＩＮ：CRedit Information Network

提携する他の個人信用情報機関

日本信用情報機構
[ 主に貸金業者が会員 ]

C I C
[ 主に割賦販売等のクレジット

事業を営む企業が会員 ]

⑧信用情報照会

⑩契約

会員

銀　　行

信用金庫

信用組合

日本政策金融公庫

銀行系クレジット会社

⑦ローン・クレジットの利用申請

個人信用情報提供・登録の同意

（⑪代位弁済請求） （⑫代位弁済）

⑥延滞情報
（⑬代位弁済実行情報）
（⑰代位弁済後完済情報）
（⑱強制回収手続情報）

（⑭請求）
（求償権行使）

（⑯代位弁済後完済情報）

⑨個人信用情報の回答

１．申込み～採用決定、振込み
信人個携提む含（関機報情用信人個（込み申金学奨①　　

用情報機関）への情報提供についての同意が必須と

なる）

　　②採用決定

　　③奨学金の振込み

２．返還開始～延滞発生
　　④返還開始

　　⑤延滞発生

延滞３か月（録登の報情滞延のへ関機報情用信人個⑥　　

以上になった場合）

用利の報情用信人個るよ員（銀行等）に会 ．３
　　⑦ローン・クレジットの利用申請

　　⑧会員からの信用情報照会

　　⑨個人信用情報機関からの信用情報の回答

　　⑩会員による契約の判断

４ 機関保証制度加入者の例（延滞が続き、代位弁済となっ
た場合）
 ．

　　⑪代位弁済請求

　　⑫代位弁済

　　⑬個人信用情報機関への代位弁済実行情報の登録

　　⑭日本国際教育支援協会から返還者への請求

　　⑮返還者から日本国際教育支援協会への返済

機援支生学本日を報情済完後済弁位代に合場の済完⑯　　

構へ提供（代位弁済実行後５年以内）

信人個を報情済完後済弁位代らか構機援支生学本日⑰　　

用情報機関へ登録（代位弁済実行後５年以内）

　　⑱個人信用情報機関への強制回収手続情報の登録

　多重債務防止の観点から、奨学金の返還を延滞した場合、延滞情報を個人信用情報機関（※）に登録します。奨学金申

込時に、個人信用情報の取扱いについて同意する必要があります。同意条項は、申込時に提出する「奨学金確認書兼地方

税同意書」に記載されています（次ページにも掲載していますのでご覧ください）。

・奨学金の返還が延滞３か月以上になった場合、個人信用情報機関への登録対象となります。

・新たに返還を開始する方は、返還開始から６か月経過した時点で延滞３か月以上の場合に、個人信用情報機関への登録

対象となります。登録の判定は、返還開始から６か月経過してからは、毎月行われます。

・一度個人信用情報機関に登録されると、返還状況は毎月更新され、延滞を解消すると、延滞を解消したという情報が登

録されます。登録された情報は、返還完了から5年後に削除されます。

・個人信用情報機関に延滞情報が登録されると、スマートフォンの分割払いやクレジットカードの利用ができなくなる、

また、住宅ローンなどが組めなくなる場合があります。

５．人的保証制度加入者の例（延滞が続き、法的手続きが行
　　われ、強制執行となった場合）

返済
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【個人信用情報の取扱いに関する同意条項】

（個人信用情報の利用・登録等）

１．私は、貸与奨学金の返済が延滞した後は、下記の個人情報（その履歴を含む）が機構が加盟する個人信用情報機

関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断（返済

能力又は転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については、返済能力の調査の目的に限る）のため

に利用されることに同意します。

　また、私は、延滞した後は、機構が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に私の個

人情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録さ

れる破産等の官報情報等を含む）が登録されている場合には、機構がそれを債権管理（転居先の調査を含む）のため

に利用することに同意します。

個人情報 登録期間

氏名、生年月日、性別、住所（郵便不着の有無等を
含む）、電話番号、勤務先等の本人情報

下記の情報のいずれかが登録されている期間

貸与金額、貸与日、最終返済日等の本契約の内容及
びその返済状況（延滞、代位弁済、強制回収手続、
完済等の事実を含む）の情報

延滞発生から本契約期間中及び本契約終了日（完済していない
場合は完済日）から５年を超えない期間

機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び
本契約又はその申込みの内容等

当該利用日から１年を超えない期間

官報の情報 破産手続開始決定を受けた日から７年を超えない期間

登録情報に関する苦情を受け調査中である旨の情報 当該調査中の期間

本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告の情報 本人から申告のあった日から５年を超えない期間

２．私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵

守状況のモニタリング等、個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及

びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。

３．前２項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲

載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（機構ではできません）。

　①機構が加盟する個人信用情報機関

　　　全国銀行個人信用情報センター

　　　　　https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

　②同機関と提携する個人信用情報機関

・（株）日本信用情報機構

　　　　　https://www.jicc.co.jp/

・（株）シー・アイ・シー

　　　　　https://www.cic.co.jp/

（代位弁済後の情報提供について）

４．私は、機構に対し、私が保証委託契約を締結した委託先から機構が代位弁済後の完済等の情報を取得し、これを個

人信用情報機関に提供することを依頼し、その情報が個人信用情報機関に登録されることに同意します。

左記の個人信用情報機関では、

本書面の書き方を含め奨学金に

関するご質問にはお答えできま

せん。

　機構における個人信用情報機関への登録及び利用は、貸
与奨学金の返済を延滞した場合のみ行います。

（注）全国銀行個人信用情報センター、（株）日本信用情報機構、（株）シー・アイ・シーは、上記「個人信用情報の取扱

いに関する同意条項」の「個人情報」に記載されている情報を登録する機関です。日本学生支援機構の業務に関す

る質問は受け付けていません。
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　11　 保証制度
　保証制度には、「機関保証制度」と「人的保証制度」の２つがあり、奨学金の貸与を受ける本人が、いずれか一方を申込

時に選択することが必要です。なお、どちらを選択した場合でも、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金返還の義務（保証料

含む）を負うことに変わりはありません。

機関保証制度 人的保証制度

　機構が定める条件を満たす人に連帯保証人及び保証人を引

き受けてもらう制度です（25ページ 11 【人的保証制度】（1）
参照）。

（類書な要必※ 25ページ 11 【人的保証制度】（4）参照）

を提出できない場合は、その人を連帯保証人及び保証人に

選任できません。

保証の変更について
変更内容 変更の可否及び説明

機関保証　→　人的保証 　機関保証から人的保証への変更はできません。

人的保証　→　機関保証

　人的保証から機関保証への変更については、以下の場合に在学校を通じて願い出ることがで

きます。

【願い出の条件】

・返還方式を「定額返還方式」から「所得連動返還方式」に変更する場合

又人証保帯連のりわ代、がたじ生が情事いな得をむや等産破・亡死の人証保は又人証保帯連・

は保証人を選任することが困難な場合

保、は合場るあで況状済経なうよるす討検を）等生再事民・産破（理整務債がたなあ、おな※

証の変更はできません。

【保証料】

　変更する場合は、貸与始期にさかのぼり保証料を一括で支払う必要があります。また、機関

保証への変更後は、毎月振り込まれる奨学金から一定の保証料が差し引かれます。

【機関保証制度】
（1）制度の概要
　保証機関（協会）に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。保証を受けるためには、一定の保証料の支払いが必要で

す（原則として機構が毎月の奨学金貸与額から保証料を徴収し、あなたに代わり保証機関（協会）に支払います）。保証委託

　なお、第一種奨学金の返還方式（19ページ 9 （1）参照）を「所得連動返還方式」とする場合、必ず機関保証制度を選

択する必要があります。

　このほか、機構があなたと連絡が取れない場合に、あなたの住所・電話番号等を照会する「本人以外の連絡先」となる人

を指定する必要があります。そして、「本人以外の連絡先」となる人には、奨学生として採用された際に提出する「返還誓

約書」に署名してもらう必要があります。この「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、採用を取り消
すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

（2）保証範囲と保証期間
　保証範囲は、元金、利子（第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）及び延滞金で、保証期間は貸与の始期から返還

完了までです。保証機関（協会）は、第一回の保証料を受領したときから保証を開始します。

（3）保証料
　保証料の月額は、貸与月額、貸与期間及び返還期間等を基に算出しています。

　保証料は、奨学生採用決定時に交付する「奨学生証」でお知らせします。機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額

を差し引き、あなたの口座に振り込みます。奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関（協会）に支

払います。（保証料（目安）は、 67～69ページ  参考１ を参照）奨学金の貸与月額等の変更があれば、保証料月額も変わ

ります。

約款は70ページを参照してください。保証機関（協会）のホームページ（https://kikanhosho.jees.or.jp/）も併せてご覧

ください。

（58ページ　　　参照）3

　保証機関（公益財団法人日本国際教育支援協会。以下「保

証機関（協会）」という）に保証を依頼し、連帯保証を受け

る制度です。

※一定の保証料の支払いが必要です。

※機関保証制度加入者は、連帯保証人及び保証人は不要です。
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（4）保証の申込みから奨学金の貸与・返還まで

①　あなたが機構に奨学金を申し込みます。同時に保証機関（協会）に対し保証委託を申し込みます。

兼（書頼依証保「び及」書約誓還返「に時用採、おな。すまし定決を用採が構機、しを証保の務債が）会協（関機証保②

保証委託契約書）・保証料支払依頼書」の提出が必要です。

③　機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。

　　奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関（協会）に支払います。

④　貸与終了後、奨学金の返還が開始されます。機構に対し約束どおりの返還をあなたにしていただきます。

（5）保証料の返戻
　次の①から③のいずれかに該当する場合は、支払われた保証料の一部を保証機関（協会）からお返しする場合があります。

①　全額繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。

②　一部繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。

③　機構の返還免除の適用を受け、返還が完了したとき。

　お返しする保証料の振込先は、原則として奨学金振込口座又は振替用口座です。死亡による返還免除の場合は、機構に「奨

学金返還免除願」を申請した方が届け出た口座へお返しします。

（6）機関保証と返還
　機関保証を選択している場合でも、奨学金は保証料分も含めて貸与を受けたあなたが返還しなければなりません。

（7）保証機関（協会）による保証債務の履行（代位弁済）及び求償権の行使
　指定された期日までの返還が滞った場合（返還期限猶予が承認されている場合は除く）、一定期間経過後、機構からの請

求によって保証機関（協会）があなたに代わり機構へ債務を弁済します（保証機関（協会）は、機構が持っていたあなたへ

の債権を取得します）。このことを「代位弁済」といいます。

　保証機関（協会）が代位弁済を行った後、あなたは、保証機関（協会）に対して原則として一括で代位弁済額を返済する

①奨学金申込み

学 校

日本国際教育支援協会
（保証機関）

日本学生支援機構②採用決定

③奨学金振込み（保証料差し引き）

④奨学金返還

①保証委託申込み
②保証

③保証料

あなた
（返還者）

　保証料を支払っているからといって、「奨学金の返還をしなくても構わない」といった誤った考えをもたないようにして

ください。

ことになります（求償権の行使）。代位弁済が行われた場合、必ずあなたが保証機関（協会）に返済しなければなりません。

代位弁済額の返済を滞納した場合は、年 10％の遅延損害金が加算されます。また、請求に応じない場合は、法的手続き（財産、

給与の差し押さえ等）が行われます。特別な理由がある場合には、保証機関（協会）は、あなたの事情に応じて個別に対応

することになります。

　なお、保証機関（協会）が代位弁済を行った後、学校に再度入学して新たに奨学金の貸与を希望しても、奨学金を申し込

むことはできません。
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【人的保証制度】
（1）制度の概要
　連帯保証人及び保証人として機構が定める条件を満たす人に自らが依頼し、奨学金の返還について連帯保証人及び保証人

（それぞれ１人ずつ、合計２人）を引き受けてもらう制度です。人的保証を希望する場合には、あらかじめ、連帯保証人、

保証人の役割を説明したうえで引き受けてもらうようお願いし、奨学金の返還について承諾をもらってください。なお、奨

学生採用時に保証人等の署名等をととのえた「返還誓約書」（58ページ 3 参照）を定められた期限までに提出できない
場合は、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

（2）連帯保証人・保証人の役割

　奨学金の返還についてあなたと同等の責任を負い、あなたが返還しないときは、その全額について返還をしなければなり

ません。

　あなた及び連帯保証人が奨学金を返還しないときは、それらに代わって返還しなければなりませんが、保証人の返還す

べき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の2分の1となります（「分別の利益」）。また保証人となった人は、あなたに

資力があることを証明できれば、あなたに対して請求するよう主張でき（「検索の抗弁権」）、あなたに請求していない分

を請求されたときは、まずあなたに対して請求するよう主張できます（「催告の抗弁権」）。

　※機構があなたに先んじて保証人に請求することはありません。

（3）必要な手続き
　奨学生として採用された際に提出する「返還誓約書」に連帯保証人・保証人の自署・押印（実印）したうえで、次の（4）
の書類を提出してもらう必要があります。

（4）連帯保証人・保証人の必要書類（「返還誓約書」提出時）

必要書類
連帯

保証人
保証人 備考

市区町村で発行された
「印鑑登録証明書」（コピー不可）
（誓約日（返還誓約書に印字される日付）か
ら３か月前以降に発行されたもの）

○ ○
　印鑑登録証明書に記載の住所と、スカラネットで入力す
る住所は、一致している必要があります。

収入に関する証明書類
（コピー可）

○ ×
振金年、書明証得所、）控（書告申定確、票収徴泉源）例（

込通知書等

「返還保証書」（コピー不可）
及び資産等に関する証明書類（コピー可）

△ △

　 27ページの連帯保証人・保証人の選任条件の例外に該当
する場合に提出が必要となります。

○：全員提出が必要。　△：選任した人によっては提出が必要な場合がある。　×：提出は不要。

（5）連帯保証人・保証人の選任条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の条件のすべてを満たす人を選任してください。

項番 選任条件 備考

ア
あなたの父母。
父母がいない等の場合は、４親等以内の親族の人。

例外として、４親等以内の親族でない人を選任できる場
合があります。詳しくは27 ージ 連帯保証人・保証人の
選任条件の例外を参照してください。

イ あなたの配偶者・婚約者でない人。

ウ 未成年者・学生・債務整理中（破産等）でない人。

エ
あなたが貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に満45歳
を超える場合は、その時点で60歳未満の人。

①連帯保証人の選任条件　【原則、父母】

※併用貸与の場合は、それぞれの返還誓約書に必要書類を添付する必要があります。必要書類は、マイナンバーの記載がな
いものを提出してください。

※「返還誓約書」提出時以外にも、奨学金の貸与額・返還額に変動がある変更（月額の変更等）の申請をする場合には、そ
のつど連帯保証人・保証人の自署・押印（実印）及び印鑑登録証明書の提出が必要になります。

※確定申告書（控）については、27ページの（注2）参照。

※資産等に関する証明書類は、源泉徴収票、確定申告書（控）、
所得証明書、預貯金残高証明書、固定資産評価証明書、
登記事項証明書等

ペ

連帯保証人

保　証　人
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の条件のすべてを満たす人を選任してください。

項番 選任条件 備考

ア あなたの父母以外の人。

例外として、以下の場合は保証人に選任できる場合があ

・離婚した父母

・本人が養子縁組している場合の実父母

・配偶者の父母

イ あなた及び連帯保証人と別生計の人。

ウ あなた又は連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。

エ ４親等以内の親族。

例外として、４親等以内の親族でない人を選任できる場

合があります。詳しくは27ページ連帯保証人・保証人の選

任条件の例外を参照してください。

オ
スカラネットに入力する誓約日時点（2026年４月以降）

で65歳未満の人。

例外として、スカラネットに入力する誓約日時点2026年

４月以降）で「65歳以上」の人を選任できる場合があり

ます。詳しくは27ページ連帯保証人・保証人の選任条件

の例外を参照してください。

カ 未成年者・学生・債務整理中（破産等）でない人。

スカラネットに入力する誓約日時点（2026年４月以降）

で成年（18歳）に達している学生ではない兄弟姉妹の場

合は、あなた及び連帯保証人と別生計の人であれば選任

できます。

キ
あなたが貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に満45歳

を超える場合は、その時点で60歳未満の人。

【４親等以内の主な親族】
　４親等以内の親族とは、「４親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族」のことをいいます。ただし、配偶者は連帯保証

人や保証人に選任できません。

②保証人の選任条件　【原則、おじ・おば・兄弟姉妹等】

配偶者

③ 曾祖父母

② 祖父母

① 父母

④ いとこ

① 子 ③ 甥・姪

血族

③ 曾祖父母

② 祖父母

③ 甥・姪

① 父母

姻族

あなた

② 兄弟
姉妹

② 兄弟
姉妹

③ おじ
おば

③ おじ
おば

④ 大おじ
 大おば

区分

連帯保証人や保証人
に選任できません

ります。詳しくは27ページ連帯保証人・保証人の選任

条件の例外を参照してください。
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　25～26ページ（5）の表中の備考のとおり、例外として、以下に該当する人については、貸与予定総額（保証人は貸

与予定総額の2分の1）の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人（本ページ参照）であれば選任できます。

・４親等以内の親族でない人を連帯保証人に選任する場合　※あなたが成年者の場合のみ

・離婚した父母を保証人に選任する場合

・あなたが養子縁組している場合のあなたの実父母を保証人に選任する場合

・配偶者の父母を保証人に選任する場合

・４親等以内の親族でない人を保証人に選任する場合

・スカラネットに入力する誓約日時点（2026年４月以降）で「65歳以上」の人を保証人に選任する場合

　具体的には次の条件Ａ～Ｃのいずれか１つ以上を満たす人であれば選任できます。ただし、そのことを示す「返還保
証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要となります。必ず事前に、その人の収入・所得や資産に関する証明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人・保証人の選任条件の例外

ーペムーホ構機（りおしの生学奨与貸「、後たれさ用採は

。証明書の詳細は「返還保証書」を確認してください（「返還保証書」

ジ掲載）」に掲載されているのでコピーして使用してください）。

類により基準を満たすことを確認してください

【貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる条件】  
条件

A Ⅰ
給与所得者：年間収入金額≧320万円

所得証明書、源泉徴収票、
年金振込通知書等（注１）（注２）

給与所得者以外：年間所得金額≧220万円

B Ⅱ 預貯金残高≧貸与予定総額（保証人は貸与予定総額の2分の1）

C Ⅱ

返還保証書
区分 資産等に関する証明書類（すべてコピー可）

固定資産の評価額≧貸与予定総額（保証人は貸与予定総額の2分の1）

所得証明書、確定申告書の控等（注２）

預貯金残高証明書（注3）

固定資産評価書及び登記事項証明
書（全部事項証明書）の２点

（注３）（注４）
※登記事項証明書（全部事項証明
書）は法務局で取得

（注１）年金収入は給与として取り扱います。
（注２）証明書類は、取得できる直近のものを提出してください。「確定申告書の控え」を提出する場合は、

e-Tax（電子申請）による受付結果画面、即時通知等、税務署で受付済であることが確認できるもの
を添付してください。

（注３）誓約日（返還誓約書に印字される日付）から３か月前以降に発行されたものを提出してください。
（注４）固定資産評価証明書に所有者と持分割合（共有名義の場合）が明記されている場合は「登記事項証明

書（全部事項証明書）」の提出は不要です。ただし、「固定資産評価証明書」に「この証明は、不動産
登記法による所有権を証明するものではありません。」といった内容の注意書きがある場合、誰が資産
の所有者か確認するため、『登記事項全部証明書（全部事項証明書）』を併せて提出する必要があります。

※条件を満たすことが明確でない場合、代わり又は追加の証明書が必要になることがあります。

上記のＡ～Ｃを組み合わせて貸与予定総額（保証人は貸与予定総額の２分の１）の返還を確実に保証できる資
力を有すると証明する場合は、以下の条件となります。

組合せ 条件

A＋B

A＋C

B＋C

A＋B＋C

返還保証書
区分

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

（注５） 年間収入は給与所得者の場合です。給与所得者以外の場合は年間所得となります。給与所得者以外の場
合で給与所得もあるときは、年間所得金額（年間所得220万円以上）により判断してください。

（注６） 16年は平均返還予定年数です。
（注７） 320万円は給与所得者の場合であり、給与所得者以外の場合は220万円となります。なお、給与所得者

以外の場合で給与所得もあるときは、年間所得額（年間所得≧220万円）により判断してください。

年間収入（注5）＋（預貯金残高÷16年（注6））≧320万円（注7）

年間収入（注5）＋（固定資産の評価額÷16年（注6））≧320万円（注7）

預貯金残高＋固定資産の評価額≧貸与予定総額（保証人は貸与予定総額の２分の１）

年間収入（注5）＋（預貯金残高＋固定資産の評価額）÷16年（注6）≧320万円（注７）
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【連帯保証人及び保証人の選任について　よくある質問】

Ｑ１ 配偶者の父母を連帯保証人に選任することができますか。

Ａ１
　配偶者の父母を連帯保証人に選任することができます。なお、配偶者の父（母）を連帯保証人に選任した場合、
配偶者の母（父）を保証人に選任することはできませんのでご注意ください（26ページ ②保証人の選任条件 ウよ
り、連帯保証人の配偶者は保証人に選任できません）。

Ｑ２ 離婚した父（母）を保証人に選任することはできますか。

Ｑ３ 申込者本人が養子縁組している場合の実父（実母）を保証人に選任することはできますか。

Ｑ４ 配偶者の父母を保証人に選任することはできますか。

Ａ２
～４

　次の条件を満たせば例外的に保証人に選任できます。申込者本人及び連帯保証人と別生計の人であって、「返還
保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により貸与予定総額（保証人は貸与予定総額の２分の１）の返還を
確実に保証できる資力を有すると認められる人であることが条件です。

（他のそ「」）母（父「を」柄続のとたなあ「の人証保、に時力入トッネラカス※ ４親等以内）」ではなく「その他
（知人等）」として入力することが必要です。また、採用後に返還誓約書を提出する際に、保証人の「返還保証
書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要です（27ページ 連帯保証人・保証人の選任条件の例外 参照）。

Ｑ５ 2026年３月に18歳となる兄弟姉妹を保証人に選任することができますか。

Ａ５

　スカラネットに入力する誓約日時点（2026年４月以降）で成年（18歳）に達している兄弟姉妹については、下
記の条件を満たせば保証人として選任できます。
・学生でない人（学生である人を保証人に選任できません）
・本人及び連帯保証人と別生計の人
・債務整理中でない人
※スカラネットで保証人の情報を入力する際に、「連帯保証人と保証人は別生計ですね。」という設問に「はい」を

選択してください。
※兄弟姉妹は２親等の親族のため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。
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学校区分：大学（学部）、短期大学、専門課程を置く専修学校

の再貸与 全ての学校区分を通じて
の再貸与

再貸与

再貸与各々の学校区分において

12 再貸与

【第一種奨学金】

【第二種奨学金】

★過去に奨学金の貸与を受けたことがある場合の貸与期間

Ａ専門学校（修業年限２年）

（貸）：貸与可能

（再）：再貸与により貸与可能

（×）：貸与不可

異なる学校区分（大学→専門学校）の

ため、Ｄ専門学校では通常の申込み

で卒業予定期まで貸与可能。また、

各々の学校区分において再貸与の利

用が可能なため、Ｅ専門学校におい

ても再貸与により卒業予定期まで貸

与可能。なお、Ｅ専門学校卒業後、別

の専門学校にて貸与の申込は不可。

１年（貸） ２年（貸）

１年（再） ２年（再）

Ｃ大学（修業年限４年）

１年（貸） ２年（貸） ３年（貸） ４年（貸）

Ａ大学（修業年限４年）

１年（貸） ２年（貸） ３年（貸） ４年（貸）

Ｂ大学（修業年限４年）

Ｃ大学（修業年限４年）

１年（再） ２年（再） ３年（再） ４年（再）

１年（×） ２年（×） ３年（×） ４年（×）

Ｄ専門学校（修業年限２年）

１年（貸） ２年（貸）

Ｅ専門学校（修業年限２年）

１年（再） ２年（再）

Ｄ大学（修業年限４年）

１年（×） ２年（×） ３年（×） ４年（×）

Ｂ専門学校（修業年限２年）

各々の学校区分に

おいて１回限り

各々の学校区分に

おいて１回限り

全ての学校区分を

通じて 1回限り 過去（Ａ専門学校）にて貸与を受けた後、同じ学

校区分（Ｂ専門学校）にて再貸与を受ける場

合、卒業予定期まで貸与可能。しかし、別の専門

学校に進学して再び貸与を受けることは不可

（申込不可）。

異なる学校区分（専門学校→大学）のため、Ｃ大

学では通常の申込みで卒業予定期まで貸与可

能。しかし、Ｂ専門学校にて再貸与を利用して

いるため、Ｄ大学では貸与不可（申込不可）。

過去（Ａ大学）にて貸与を受けた

後、同じ学校区分（Ｂ大学）にて再貸

与を受ける場合、卒業予定期まで

貸与可能。Ｂ大学にて再貸与を利

用しているため、Ｃ大学では貸与

不可（申込不可）。

　過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分で新たに同じ種類の奨学金（第一種奨学金又は第二種奨学金）を希望す

る場合、貸与期間が短縮されたり、申込みができない場合がありますが、所定の要件を満たす場合、現在在学している学校

の卒業予定期まで再び奨学金を受けることができます。これを再貸与といいます。以下のとおり、第一種奨学金と第二種奨

学金で再貸与を受けられる回数が異なります。（「★過去に奨学金の貸与を受けたことがある場合の貸与期間」を参照）
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第２部 申込手順等

　貸与奨学金の申込みは、貸与を希望する学生が、①在学校から申込関係書類を受け取ること、②インターネットを通じて

機構奨学金申込専用ホームページ「スカラネット」にアクセスし必要事項を入力すること、③インターネットを通じてマイ

ナンバーを提出すること、④「奨学金確認書兼地方税同意書」を機構に直接提出することが必要です。特に②の入力を「ス

カラネット入力」といいます。

　以下の内容をよく理解して、申込み・その他の手続きを正しく行ってください。

　なお、緊急採用・応急採用に申込みをする場合については47ページ「　　（１）緊急採用・応急採用の家計急変事由」で

家計が急変した事由が該当するかを確認してください。

1

（1）申込関係書類の受取り
　在学校から申込関係書類を受け取ってください。

　　　・ 奨学金案内ダイジェスト

　　　・「スカラネット入力下書き用紙」

　　　・「奨学金確認書兼地方税同意書」のセット

　　　・ 識別番号（ユーザーID・パスワード）

（4）スカラネットによる申込み
　在学校が定めた期限までに、「スカラネット入力下書き用紙」を見ながら、奨学金を申し込むあなた自身が正確に入力・

送信してください。スカラネット入力には、「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載の「申込ID」及び「初期パスワード」

も必要となります。

（2）選択事項（貸与月額、振込口座、利率の算定方法等）の決定
　スカラネット入力の際は、次の内容を選択・入力することが必要になります。あらかじめ本冊子の説明をよく読んで、

決めておいてください。

項目 参照ページ 項目 参照ページ
奨学金の申込情報
奨学金の貸与額
奨学金振込口座

32ページ●奨学金申込情報
６～８ページ 　　 参照
16ページ 　　 参照

利率の算定方法
保証制度
返還方法

17ページ 　　 参照
23～28ページ 　　　参照
19～20ページ 　　 参照9

1
6

7
11

（3）「スカラネット入力下書き用紙」の記入、必要書類の準備
　インターネットで申込みを行う際に入力が必要な情報をあらかじめ「スカラネット入力下書き用紙」に記入してください。

また、インターネットによるマイナンバーの提出に備え、自分と生計維持者のマイナンバーが分かる書類を用意してくださ

い（生計維持者の分は、必ず許可を得たうえで受け取ってください）。

　1　 申込みの流れ
　申込みの手順は次のとおりですが、別途在学校から指示があった場合はそれに従ってください。

　申込みは、在学している学校から申込関係書類を受け取った後、「スカラネット」から行います。書類の提出やスカラネッ

トの入力に際しては、在学校から指定された期限までに行わなければなりません。

（5） スカラネット入力完了
　入力完了後に表示される受付番号を「スカラネット入力下書き用紙」に転記してください。

スカラネット入力下書き用紙 抜粋 
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（8）必要書類の提出
　定められた期限までに、33ページ記載の必要書類を在学校へ提出します。

　提出前に書類が不備なくととのっているか確認してください。

※緊急採用・応急採用を申し込む場合は「貸与奨学金（緊急採用・応急採用）証明書類提出書」も必要です。

【注意】該当者のみ：在学校より追加の書類の提出指示
（1） 入学時特別増額貸与奨学金希望者で、追加で書類の提出が必要な人は、在学校より提出の指示があります。

（2） マイナンバーを提出しても自治体等からマイナンバーによる収入情報の取得ができない場合、所得証明書等の提出が

必要になります。

（7）「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送
　インターネットによるマイナンバーの提出完了後１週間以内に、原本を専用封筒に入れて直接機構へ簡易書留で郵送します。

郵送の前には必ずコピーを取り、手元に控えを残してください。

「奨学金確認書兼地方税同意書」に自署をする生計維持者とスカラネットへ入力する生計維持者は、一致しなければな

りません。一致しない場合は選考が遅れます。

（6）インターネットによるマイナンバーの提出
　スカラネットによる申込完了後にアクセスできるようになるマイナンバー提出用のサイトからマイナンバーを提出します

（42～46ページ　　 参照）。6

- 申込手続き完了 -

※提出書類等の督促・不備照会について
提出書類等に不足や不備がある場合は、内容により次のとおり照会を行います。照会が来た場合は、放置せず必ず

対応してください。

（１）マイナンバー又は「奨学金確認書兼地方税同意書」の未提出督促又は不備照会を行う場合
 郵送による照会　あなたがスカラネットで登録、又は「奨学金確認書兼地方税同意書」に記入したあなたの現住所

に対し、簡易書留で照会票を郵送します。照会票の内容をよく読み、期限までに対応してください。

ご不在の場合は必ず不在票が投かんされますので、必ず再配達を依頼してください。

 電話による照会　あなたがスカラネットで登録、又は「奨学金確認書兼地方税同意書」に記入したあなたの電話番

号に対し、マイナンバー提出専用コールセンター（0570-001-320）から架電します。携帯電話にこの番号

を登録し、着信があった場合は必ず応答してください。

（２）（１）以外の必要書類を求める場合
 在学校を通じての照会　在学校からご連絡しますので、必ず対応してください。

（３）マイナンバーの再提出を求める場合
 メールによる照会　提出したマイナンバーが誤っていた等の理由でマイナンバーの再提出が必要な場合（46ページ

参照）は、あなたがスカラネット入力時に設定したメールアドレスに、                             からメールを送信

します。メールの内容をよく読み、早急に対応してください。
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●奨学金申込情報　※解説をよく確認し、スカラネット入力時には間違いのないよう入力してください。

スカラネット

②－奨学金申込情報の表示
解説

（1）　第一種奨学金のみ希望します。 第一種奨学金が不採用となっても第二種奨学金は希望しない。

（2）　 第一種奨学金を希望するが、不採用
の場合第二種奨学金を希望します。

第１希望：第一種　　第２希望：第二種　
第一種奨学金が不採用となった場合は、第二種奨学金を希望する。

（3）　第二種奨学金のみ希望します。 第一種奨学金の基準に該当しない。又は第一種奨学金を希望しない。

（4）　 第一種奨学金及び第二種奨学金との

併用貸与のみを希望します。

第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、奨

学金を希望しない（どちらか一方のみの貸与は希望しない）。

（5）　 併用貸与を希望するが、不採用の場

合第一種奨学金のみ希望します。

第１希望：第一種と第二種（併用）　第２希望：第一種
第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第

一種奨学金を希望する（第二種奨学金のみの貸与は希望しない）。

（6）　 併用貸与不採用及び第一種奨学金不

採用の場合、第二種奨学金を希望し

ます。

第１希望：第一種と第二種（併用）　第２希望：第一種　第３希望：第二種
第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第

一種奨学金を希望するが、不採用の場合は、第二種奨学金を希望する。

（7）　 併用貸与不採用の場合、第二種奨学

金のみ希望します。 

第１希望：第一種と第二種（併用）　第２希望：第二種
第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第

二種奨学金を希望する（第一種奨学金のみの貸与は希望しない）。

●奨学金申込情報の注意事項

希望する申込区分 注意事項

（5）～（7）を希望
併用貸与が不採用になった場合を想定して第２希望の貸与奨学金の月額を選択してくだ
さい。なお、採用後、貸与月額を減額することができます。

予約採用候補者が在学採用で 

（8）、（9）、（13）又は（14）

を希望

①

予約採用の奨学生番号が決定している場合：

スカラネット入力においては（8）、（9）、（13）又は（14）を選択し、貸与中の奨

学金の奨学生番号を入力してください。

②

予約採用の奨学生番号が決定していない場合：

スカラネット入力においては（1）又は（3）を選択し、別途（8）、（9）、（13）又

は（14）を希望していることを学校担当者に申し出てください。

予約採用候補者が在学採用で 

（10）又は（11）を希望

①

予約採用の奨学生番号が決定している場合：

スカラネット入力においては（10）又は（11）を選択し、貸与中の奨学金の奨学生

番号を入力してください。

②

予約採用の奨学生番号が決定していない場合：

スカラネット入力においては（10）又は（11）を選択し、貸与中の奨学生番号入力

欄は空欄のままにしてください。

※（12）は欠番です。

（8）　 第二種奨学金の貸与を受けています

が、第一種奨学金への変更を希望し

ます。

貸与中の第二種奨学金から、第一種奨学金への変更を希望する。

（9）　 第一種奨学金の貸与を受けています

が、第二種奨学金への変更を希望し

ます。

貸与中の第一種奨学金から、第二種奨学金への変更を希望する。

（10） 第一種奨学金の貸与を受けています

が、併用貸与への変更を希望します。
貸与中の第一種奨学金に加えて、第二種奨学金の貸与を希望する。

（11） 第二種奨学金の貸与を受けています

が、併用貸与への変更を希望します。
貸与中の第二種奨学金に加えて、第一種奨学金の貸与を希望する。

（13） 第一種奨学金の貸与を受けています

が、併用貸与への変更を希望します。

併用貸与不採用の場合、第二種奨学

金への変更を希望します。

第１希望：第一種と第二種（併用）　第２希望：第二種への変更
貸与中の第一種奨学金に加えて、第二種の貸与を希望する。第一

種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、

第二種奨学金への変更を希望する。

（14） 第二種奨学金の貸与を受けています

が、併用貸与への変更を希望します。

併用貸与不採用の場合、第一種奨学

金への変更を希望します。

第１希望：第一種と第二種（併用）　第２希望：第一種への変更
貸与中の第二種奨学金に加えて、第一種の貸与を希望する。第一

種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、

第一種奨学金への変更を希望する。

緊急採用・応急採用を申し込む場合は、（1）（3）（4）（10）（11）の中から希望するものを１つ選んでください。

※（8）、（9）、（13）、（14）を希望し、現在貸与を受けている奨学金の変更を希望する人は、採用後に、現在貸与中の奨学
　 金の一部を返戻する必要がある場合があります。

※申込区分（8）～（14）を希望し、不採用となった場合でも貸与中の奨学金が打ち切られることはありません。
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書類によって提出先が異なることに注意してください。

※奨学金の申込用に提出した一部を除く書類は返却しませんのでご留意ください。

　2  必要書類と提出先の確認

あなたが社会的養護を必要とする人（満18歳となる前日
に（奨学金申込時点で18歳になっていない人の場合は、奨
学金申込時点で）児童養護施設等（※1）に入所して（養育
されてまたは一時保護されて）いた人（※2））であることが
わかる日付が記載された証明書類
※１　児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児
短期治療施設から改称）、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行
う者、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）を行う者、里親

※２　高等学校等を卒業することにより満18歳となる日の前日までに児
童養護施設等への入所の措置を解除された人、満18歳となる日以降に入
所する（養育・一時保護される）こととなった人も含む

※機構の所定様式「施設等在籍・退所証明書」（原本）でも可

生計維持者が事情によりマイナンバーを提出できない場
合

生計維持者が海外に居住し、2025年度（2024年１月１
日～12月31日）の住民税が課税されていない（2025年
１月１日時点で国内に居住していない）場合
※二次採用（秋）では2026年度（2025年１月１日～12
月31日）の住民税が課税されていない（2026年１月１日
時点で国内に居住していない）場合

【全員】
「奨学金確認書兼地方税同意書」（原本）
及び申込者本人（あなた）の身元確認書類

機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約し、機構が
申込者本人（あなた）及び生計維持者のマイナンバーを利
用すること等に同意する書類
身元確認書類は、申込者本人（あなた）の身分を証明する書類

【該当者のみ】
「在留資格及び在留期間が明記されてい
る証明書」

【該当者のみ】
「施設等在籍証明書」（施設長発行）
「児童（里親）委託証明書」（児童相談所
発行）
「措置解除決定通知書」（児童相談所発
行）等（コピー可）

【該当者のみ】
生計維持者の「海外居住者のための収入
基準額算出ツール兼申告書」（様式は機構
ホームページ掲載）

（機関保証の場合）
本人以外の連絡先の届出事項の記載があ
るメモ等

（人的保証の場合）
市区町村で発行された連帯保証人の「印
鑑登録証明書」

（人的保証の場合）
連帯保証人の「収入に関する証明書類」

（人的保証の場合）
市区町村で発行された保証人の「印鑑登
録証明書」

（人的保証の場合で例外に該当する人を
選任する場合）
選任する人の「資産等に関する証明書類」

申込者本人（あなた）が外国籍の場合、受給可能な在留資
格であることを示す書類（9〜10ページ参照）

在学している
学校

在学している
学校

7-1

7-2

【緊急採用・応急採用申込者のみ】
「貸与奨学金（緊急採用・応急採用）証明
書類提出書」、「家計急変事由の証明書類」、
「収入に関する証明書類」

8

7-3

7-4

6

1

2

3

4

5

必要書類 概要・備考 提出先

52ページ　　（２）「緊急採用・応急採用の申込みに必
要な書類」参照

2

25ページ   　 ［人的保証制度］（4）参照11

23ページ   　 ［機関保証制度］（1）、
「スカラネット入力下書き用紙」11 ～ 12 ページ「2. 本
人以外の連絡先について」参照

11

（いずれか1点）
・在留カード（コピー）
・特別永住者証明書（コピー）
・住民票の写し（原本）
等、在留資格・在留期間（※1）（※2）が明記されているもの

「家族滞在」の場合のみ上記に加えて
・出入国記録の写し（原本）（※3）

機構
（注）専用の封筒
で、郵便局の窓口
から簡易書留に
より直接郵送

【該当者のみ】
マイナンバーを提出できない生計維持
者の「課税証明書」及び「マイナンバ
ーに代わる提出書類」（本人記入の様式、
機構ホームページ掲載）

9

【原則全員】
申込者本人（あなた）及び生計維持者
のマイナンバー及び住民票に記載の住
所が確認できる書類

43ページ   　  [マイナンバー提出等の手続き]（2）、
スカラネット入力下書き用紙18～20ページ【マイナ
ンバー（個人番号）の提出等に関する入力内容記入欄】
参照。（注）在学している学校には決して提出しないでください。

6

※1「法定特別永住者」及び「永住者」については、在留期間が記載された書
類の提出は必要ありません。

※2 申込日時点で在留期間が経過している場合、速やかに出入国在留管理局
へ御相談ください。申込時点で在留資格の更新許可申請中であるものの、
当該申請にかかる処分がなされていない「特例期間」に該当する場合は、
在留資格の証明書類に加え、そのことを示す書類の提出が必要です。な
お、「特例期間」に該当せず、申込時点で在留期間が経過している場合、
速やかに出入国在留管理局へご相談ください。

※3 ここでいう出入国記録とは、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国し
たことを証明する出入国在留管理庁の記録です。
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　3　 入学時特別増額貸与奨学金を受けるための手続きの流れ
13ページ 5  で案内した入学時特別増額貸与奨学金について説明します。 

　入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けるためには、次の（１）又は（２）のいずれかを満たす必要があります。

（１）奨学金申込時の家計基準における貸与額算定基準額（12ページ　　　（２）参照）が75,000円以下となる人

　　 ⇒「国の教育ローン」を申し込む手続きを省略できます。

　　　 在学校の推薦後、初回交付時に入学時特別増額貸与奨学金も併せて振り込まれます。

（２）上記（１）以外の人

　　 ⇒スカラネット入力前に≪２≫の手続きが必要です。

　　　 在学校の推薦後、初回交付時に入学時特別増額貸与奨学金も併せて振り込まれます。

　 ※「国の教育ローン」が利用できた場合、「入学時特別増額貸与奨学金」は利用できません。

　 ※貸与額算定基準額が75,000円を超えるにもかかわらず、「国の教育ローン」を申し込む手続きをおこなわなかった場

　　 合は「入学時特別増額貸与奨学金」は利用できません。

　「国の教育ローン」への申し込みが必要です。下表を参照ください。

≪１≫　入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けるための要件と交付時期

≪２≫　貸与額算定基準額が75,000円を超える人の手続き

国の教育ローン 必要手続き

5

国の教育ローンを申し込んで利用できなかった

国の教育ローンを申込みしようとしたが、申込要件を満た

さず、申し込めなかった

「融資できない旨が記載された日本政策金融公庫発行の通知

文」が発行された場合は、当該通知文を大切に保管してお

いてください。スカラネット入力時に記載の日付を入力し

ていただく必要があります。

あなたの保護者等が日本政策金融公庫の窓口、電話、WEB

等で申込みできないことを確認した日付を控えておいてく

ださい。スカラネット入力時に当該日付を入力していただ

く必要があります。
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　貸与額算定基準額（12ページ  　（２）参照）は提出されたマイナンバーにより取得した住民税情報で算出しますが、

スカラネットで必要事項を入力し、かつ以下の条件を全て満たす場合は、給与収入及び事業所得について、転職後の収入を

用いて貸与額算定基準額の算定（以下、再審査という。）を行うことが可能です。

　再審査を希望する場合、収入を証明する書類の提出が必要です。なお、書面審査には１～２か月かかるため、通常に比

べ、選考完了が大幅に遅れることがあります。

※転職とは、2024年1月２日（秋に申し込む場合は2025年1月2日）以降に勤務先を変更した、又は開業したことをい

います。減収しただけでは転職とみなしません。

（例）第一希望が第一種奨学金、第二希望が第二種奨学金の場合で、マイナンバーにより取得した

　　　住民税情報による選考を行い、第一希望の第一種奨学金が不採用であった場合

□2024年１月２日（秋に申し込む場合は2025年1月2日）以降に生計維持者が転職したことによって収入が減少した

□住民税情報に基づいた貸与額算定基準額で選考した結果、第一希望の申込区分の家計基準を満たさず不採用となった

　4　 転職により収入が減少した場合
5

【転職後の収入を用いて審査を行う流れ】

①スカラネットで申込み

　※生計維持者が2024年1月2日（秋に申し込む場合は2025年1月2日）以降の転職により減収し、再審査を希

　　望する旨を入力

　

②マイナンバーにより取得した住民税情報で家計審査

　※この段階で第一希望の貸与奨学金に採用となった場合、再審査は行いません

③第一希望の奨学金が不採用

　

④機構から学校に収入証明書類の提出を依頼

　

⑤学校からあなたに収入証明書類の提出を依頼

　

⑥あなたから学校に収入証明書類を提出し、学校から機構へ提出

　

⑦提出された収入証明書類による再審査

　

⑧選考完了

　※再審査の結果は学校を通じてお知らせします
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転職後に減収した収入により、書面による再審査を希望する場合のスカラネット入力

転職しているが、減収していない場合

スカラネット画面 「⑨あなたの家族情報」 の ２．(e) に以下のように入力します。

「はい」を選択するにあたっては、12ページの「収入・所得の上限額の目安」も参考にしてください。

書面審査はマイナンバーにより取得した情報で選考結果が判明した後に行います。そのため、通常に比べ、選考の完

了が大幅に遅れることがあります。そのことをよく理解した上で、希望するようにしてください。

①「はい」に　します。

※転職している場合でも、

減収していない場合は

　「いいえ」を選択してく

ださい。

②「第一希望の貸与奨学金

が不採用となる場合、給

与明細等を書面で提出

し、再審査を希望しま

す。」に　します。

減収していない場合は

「いいえ」に　します。

③「上記の内容を理解の上、直近の給与明細等を書面で提出する審査を希望します。」に　します。

①

②

③
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再審査のための書面審査が必要となった場合の提出書類 
提出が必要となった場合は、学校から提出依頼があります。学校から書類の提出依頼があった場合は、以下の書類の提出が

必要です。

※提出時期については学校に確認してください。

※上記以外の収入については、マイナンバーで取得した情報を利用するため、書類の提出は不要です。

※給与収入及び事業所得がある場合は、両方提出が必要です。

　（例）A社に転職し減収したが、自営業（変化なし）も行っている場合は、A社の給与明細及び自営業分の帳簿を提出し

　　　　てください。

給与明細から平均月収を算出（非課税

の交通費を除く）し、年額を算出しま

す。

※氏名、勤務先名、月ごとの金額が記

載された給与明細が必要です。

月ごとの「売上総額」「経費総額」が書

かれているものを提出してください。

収入（売上）金額から必要経費を差し

引いて所得金額の年額を算出します。

転職後の給与明細

（直近3か月分）

※直近3か月の期間内に賞与がある

場合は、賞与明細も提出

※複数の勤務先がある場合は、全て

の給与明細を提出

※転職してから３か月に満たない場

合は、転職した月以降の分を提出

（様式）収入証明書提出用紙 様式は学校から受け取ってください。

帳簿

（直近３か月分）

※開業してから３か月に満たない場

合は、開業した月以降の分を提出

対象者

再審査対象全員

給与収入の場合

事業所得の場合

必要書類 概要
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　5　 スカラネットによる申込み

（1）スカラネットの動作確認済み環境
　スカラネットの動作環境は、以下を前提としています。

[ パソコン ]

　　 OS：Windows 11

ブラウザ：Microsoft Edge

[ モバイル端末 ]

　　 OS：iOS 17 以上、iPadOS 17 以上、Android 13 以上

ブラウザ：Mobile Safari、Android 用モバイル版 Google Chrome

（注1） フィーチャーフォンには対応していません。

（注2） アップル社が販売している macOS を搭載するコンピュータについては未確認です。

（2）スカラネット入力に関する注意事項
①　申込画面は８つの画面で構成され、１画面あたり30分の制限時間があります。

②　識別番号（ユーザID・パスワード）は、学校から受け取ります。

③　「奨学金確認書兼地方税同意書」に印字された申込ID・初期パスワードの入力も必要になります。

④　入力文字については、下記の「（3）文字入力」を参照してください。

⑤　その他、申込みに関して不明な点がある場合は、学校に確認してください。

（3）文字入力
①　使用不可な文字
　 　氏名は原則、住民票の記載どおりに入力してください。ただし、次の（ア）～（ウ）の留意点があります。

　　　（ア） 旧字体・異体字等は、機構のシステム上登録できない文字があります。この場合、常用字体・通用字体で表示

されます（ →吉、祐→祐、 →廣　等）。

　　　　　  また、旧字体・異体字等の一部、対応できない文字があります。エラーとなり先に進めませんので、常用字体・

通用字体で入力してください。対応する常用字体・通用字体がない場合は、ひらがなで入力してください。

　　　（イ） 読み方を表す「カナ氏名」には、カタカナの「ヲ」は使用できません。「オ」と入力してください。

　　　（ウ） 外国籍の人の氏名は、口座開設時に用いた住民票の写しや在留資格証明書等の公的証明書類の記載をもとに、

カタカナで入力してください。

　　　　　 ・入力方法は下記②の（例）を参照してください。

　　　　　 ・ アルファベットは使用できないため、カタカナに置き替えてください。

　　　　　 ・ （申込者本人のみ）銀行の振込口座が「名→姓」の順で登録されている場合には、例外的に振込口座に合わせ

て入力してください。

②　文字数の制限（本人氏名欄、生計維持者欄）
　　「漢字氏名」欄は姓・名それぞれ全角５文字まで、「カナ氏名」欄は姓・名それぞれ全角15文字まで入力できます。「ス

ペース」は入力しないでください。制限文字数を超える場合は、入力可能な文字数まで入力してください（名前が途切れ

ていてもかまいません）。漢字氏名欄は途中で入力を止め、カナ氏名欄でフルネームを入力してください。

　　※全角漢字氏名欄に６文字以上入力すると、エラーになり先に進めません。

　　　カナ氏名欄は15文字まで入力できますので、途中で切らずにフルネームを入力してください。

（例）Scholarship Thomas Michael Taro（スカラシップ　トーマス　マイケル　タロウ）

良い例　漢字氏名欄：【姓】スカラシッ（「プ」は切る）　　【名】トーマスマ（「イケルタロウ」は切る）

　　　　カナ氏名欄：【姓】スカラシップ　　　　　　　　【名】トーマスマイケルタロウ

悪い例　漢字氏名欄：【姓】スカラシッ　　　　　　　　　【名】トーマスマ

　　　　カナ氏名欄：【姓】スカラシッ　　　　　　　　　【名】トーマスマ（漢字氏名と同じにしている）

　在学校から指定された申込期限までに、「スカラネット入力下書き用紙」の内容を誤りがないよう入力してください（入

力期限は「スカラネット入力下書き用紙」に記入してください）。送信した申込内容は原則として変更できません。
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■ スカラネットにアクセス
　ブラウザのアドレスバーに次のURLを入力し、

「スカラネット」にアクセスします。

https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/

　最初に「奨学金の新規申込・進学届の提出」を

選択します。次に「在学採用の申込」、さらに「大学

等」を選択します。その後、　　　　　　ボタンを

押します。

申込画面へ

■ 識別番号入力
　別のウィンドウが開きます。

　学校から受け取った「識別番号」（８桁の数字）

のユーザIDとパスワードを入力して、　　　ボタ

ンを押します。

次へ

■ 学種・申込選択
　ここではまず、あなたが通っている課程の種類

を選択します。

　次に、「申込む奨学金を選択してください。」とい

う設問の選択肢の中から、「（1）定期採用（1 次又は

2次　給付奨学金・貸与奨学金）」又は「（３）緊急採

用・応急採用（貸与奨学金）」を選択します。誤って

他の選択肢を選ぶと、選考の対象にならず、申込み

をやり直す必要が生じます。申込みを希望する奨学

金を選んでいることを再度確認してください。
　選択し終わったら、　　　ボタンを押します。次へ

■ アカウント情報の登録
　奨学金の申込みをするのに必要なアカウント情

報を登録していきます。

①ログイン：学校から受け取った「奨学金確認書兼

地方税同意書」に印刷されている ZD26で始まる

10桁の「申込ID」と初期パスワードを入力して、

ボタンを押します。

※画像は2026年1月現在のものであり、実際の画面と異なる場合があります。（4）スカラネット初回ログイン

※「初回ログイン」は、申込みごとに行います。

例　2025年一次採用に給付奨学金に申込みした人も、

　　2026年一次採用に第二種奨学金を申込みする際は

「ログイン（アカウント情報登録済の人）」ではな

く、「初回ログイン」から始める。

次へ

✓

39 2026 年度在学者用 貸与奨学金案内（大学等）

貸
与
奨
学
金
制
度

申
込
手
順
等

緊
急
採
用
・
応
急
採
用

貸
与
開
始
～
返
還

https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/
https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/


（5）申込内容の入力

■ アカウント情報の登録（続き）
②メールアドレス登録：画面の指示に従って、登録した

いメールアドレスを入力します。

③パスワード設定：画面の指示に従って、新しいパス

ワードを入力します。②③両方を入力し終わったら、

　　　ボタンを押します。

■ アカウント情報の登録（続き）
④メールアドレス認証：②で入力したメールアドレスに

認証コードが届きます。メールに記載の認証コードを入

力して、　　　ボタンを押します。

⑤アカウント情報登録完了：メールアドレスの認証に成

功すると、アカウント情報の登録が完了します。メール

アドレスと「申込 ID」がセットで表示されたことを確

認したら、　　　ボタンを押します。

送信

次へ

認証

■ メインメニュー
　アカウント情報の登録が完了した人が使える「メイ

ンメニュー」画面です。

　　　　　　　ボタンを押して、奨学金の申込みを開

始します。

■ 申込内容の入力

が表示されます。これより先は、「スカラネット入力下

画面

書き用紙」にあらかじめ記入した内容を、画面の指示

に従って入力していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　まで終わった

ら、　　　ボタンを押します。

奨学金申込

次へ

STEP1 申請にあたっての同意事項の確認

STEP10 奨学金振込口座情報確認

※申込みの途中で一時保存して

入力を中断し、申込みが完了して

いない場合は、　　　　　　　

ボタンが表示されます。
申込を再開する

　　　　　～　　　　　の各画

面では、申込内容を途中で一時保

存することができます。

STEP2 STEP10
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■ 申込内容の確認・訂正
　　　　　　　　　　　　　　　　が表示されます。

各入力画面において誤った内容のまま入力を進めてし

まった場合は、この画面において各項目の訂正が可能

です。確認（訂正）後に、この画面を保存（印刷、スク

リーンショット等）することをおすすめします。

STEP11 奨学金申込情報一覧 

■ 申込内容の送信
　　　　　　　　　　　　　　　　の内容に相違が

なければ、「■重要事項確認（必須）」を全て確認し、

　　　ボタンを押してください。　　　ボタンを押す

と、申込情報が機構に送られます。

※「■重要事項確認（必須）」の後に、アンケートが表

示される場合があります。

送信 送信

STEP11 奨学金申込情報一覧 

■ 受付番号の確認
　申込情報が正常に送信されると、「受付番号」が表

示されます。「スカラネット入力下書き用紙」表紙の「受

付番号」欄に書き写しておいてください。

■ メインメニューに再ログインすると
　ログアウト後、再度メインメニューにログインするた

めには、ZD26で始まる10桁の「申込ID」と、自分で

設定した「パスワード」（40ページ参照）が必要です。

　申込みが完了している場合、次回ログイン以降はメ

インメニューで申込内容や選考結果を確認することが

できます。

STEP11 奨学金申込情報一覧

● 次の画面に進めない

表示されているページに入力誤り・入力漏れがあ

ると、　　　ボタンを押しても次の画面には進め

ません。エラー発生を示すメッセージと共に訂正

の必要な箇所が表示されるので、指示に従って正

しく入力し直してください。

● 入力の途中で間違いに気付いた

　　　　　　 から

の間は、　　ボタンで前の画面に戻って直すこと

ができます。また、最後の

まで進んでから、訂正したい画面に戻って間違いを

直すこともできます（本ページ左上参照）。訂正が

終わったら、画面下の　　　ボタンを押すと、

　　　　　　　　　　　　　の画面まで一度に進

むことができます。

● 入力の途中で強制的に終了してしまった

１画面あたり30分の入力制限時間をオーバーして

しまった、機構がデータ更新処理を開始してしまっ

た、スカラネットの動作環境（38ページ（1）参照）

を満たしていない、のいずれかが考えられます。画

面内のメッセージに従っていったん申込作業を終了

してください。

次へ

戻る

確定

？

？

？

STEP2 誓約 STEP10 奨学金振込口座情報確認 

STEP11 奨学金申込情報一覧 

1234

　引き続き、次ページ「　　 マイナンバー提出等の
手続き」へ進んでください。

1234
25

25

6
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　6　 マイナンバー提出等の手続き

選考に必要な情報をマイナンバーで取得できない生計維持者がいる場合
　貸与奨学金の選考は、あなたの生計維持者の収入状況等をもとに行いますが、海外赴任等により日本で住民登録

がない場合は、選考に必要な情報をマイナンバーで取得できません。その場合は、別途の対応が必要となります。

このような方は、以下の機構ホームページに掲載している内容に従って、必要な書類を提出してください。海外赴

任等していても、日本で住民登録されていてマイナンバーの提出が可能である場合は、マイナンバーを提出してく

ださい。

　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/kaigaikyoju.html

ア．国内に居住していない生計維持者がいる場合
　次のそれぞれの時点において、国内に居住しておらず、日本で住民登録がない生計維持者については、上記の機構

ホームページに掲載している「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」を作成し、必要書類を添付のう

え在学校に提出してください。

　また、マイナンバー提出用サイトでは「提出できません」を選択してください。

一次採用（春）：2025年１月１日

※マイナンバー提出用のサイトのイメージは、次ページをご確認ください。

二次採用（秋）：2026年１月１日

イ．事情（海外赴任等）によりマイナンバーを提出できない場合
　上記の機構ホームページに掲載している「マイナンバーに代わる提出書類（様式）」を作成し、必要書類を添付

のうえ在学校に提出してください（ア．にも該当する場合は、「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」

も添付してください）。

· · ·

※緊急採用・応急採用に申し込む場合は、スカラネット入力完了日（申請日）が４月～９月の場合は「一次採用（春）」

に、10月～３月の場合は「二次採用（秋）」に該当します。

2026年度の最終手続き期限については、以下の機構ホームページで確認してください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/index.html

期限までに必要な書類やマイナンバーの提出がない場合、また、不備を解消しない場合は不採用となりま

すので、十分ご注意ください。

　奨学金の選考のためにはマイナンバーの提出が必要です。スカラネットによる申込完了後にアクセスできる

ようになるマイナンバー提出用のサイトからマイナンバーを提出してください。過去に奨学金の申込み等でマ

イナンバーを提出したことがあっても、あなた及び生計維持者（原則父母）のマイナンバーを改めて提出する

必要があります。なお、奨学金の申込みにおいて、マイナンバーはインターネットによってのみ提出しますので、

マイナンバーをコピーした書類を郵送することや、在学校へ提出することがないようご注意ください。

　マイナンバーを用いて選考に必要な住民税情報を取得するためには、法令に基づき、取得する対象者の同意

が必要です。本機構では、「奨学金確認書兼地方税同意書」において、あなた及び生計維持者の同意を得たうえで、

それぞれの住民税情報を取得し、奨学金の選考を実施します。

　「奨学金確認書兼地方税同意書」は、給付奨学金（定期採用）と貸与奨学金（定期採用）を同時に申し込む場合、

１部だけ作成し、郵送します。「奨学金確認書兼地方税同意書」の作成・提出方法は、在学校から配付された

大きな封筒に同封の「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」をご確認ください。

あなた及び生計維持者がマイナンバーを持っていないことは、まずありません。
　マイナンバーカードを持っていなくても、日本にお住まいの方であれば、原則としてマイナンバーは交付さ

れています。

　「マイナンバー記載の住民票の写し」や「通知カード」でマイナンバーを確認することが可能です。
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（1）マイナンバー提出用サイトへのログイン

（2）必要情報の入力

※画像は2026年１月現在のものであり、実際の画面と異なる場合があります。

■スカラネット「メインメニュー」画面にアクセス
　「受付番号」の発行（41ページ参照）後、スカラネッ

ト「メインメニュー」画面にアクセスすると、画面左

下の「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタンが

押せるようになります。このボタンを押すと、マイナ

ンバー提出用サイトへ移動します。

　「受付番号」の発行前（スカラネット入力完了前）は、マ

イナンバーの提出対象となる方が未確定のため、上図のと

おり「個人番号（マイナンバー）提出状況」の項目が「—」

となり、「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタンも押

せません。

　マイナンバー提出等の手続きは、「受付番号」発行後、続

けて行ってください。

マイナンバー提出等の手続きは、あなた
が行います。

　マイナンバー提出用サイトでは、あなたと生計維持
者のマイナンバーを入力し、提出しますが、それをし
てよいのは、奨学金を申し込むあなただけです。あな

た以外の方が行うことは認められませんので、必ずあ

なた自身が行うようにしてください。

！

■ スカラネットで入力した情報の確認
　ここでは、あなた、スカラネットで入力した生計維持者
①及び②の最大3名の情報を確認します。
　全員の情報に誤りがない場合は、各人の「確認しました」
にチェックを付けてください。
　情報に誤りがある方が1名でもいる場合は、入力を中断
し、在学校の担当者に修正を依頼してください。在学校か
ら修正完了の連絡を受けた後で再度この画面に進み、正し
い情報が表示されたことを確認したら「確認しました」に
チェックを付けてください。

■ マイナンバー提出可否の選択
　全員の情報が正しいことを確認したら、あなた、スカラ
ネットで入力した生計維持者①及び②の各人について、マ
イナンバーの提出ができるかできないかを選択します。
　「提出できます」を選択した方については、後の画面でマ
イナンバーを入力します。
　「提出できません」を選択した方については、「提出でき
ない理由」を選択し、「その他の事情により提出できない」
を選択した場合は、詳細を全角50文字以内で入力します。

マイナンバーは、マイナンバーカー

ドがなくても「住民票の写し」や「通
知カード」で確認できます！

　入力が終わったら、画面最下部の「次へ」ボタンを押し

ます。

！ マイナンバーを持っている方は、提出し
てください。

　マイナンバーを持っていないことは、まずありません。
　「マイナンバーカードを持っていない」ことと「マ
イナンバーを持っていない」ことは混同しがちですが、
マイナンバーカードを持っていなくても、日本にお住
まいの方であれば、原則としてマイナンバーは交付さ
れています。
　誤解により「提出できません」を選択した場合も変
更はできませんので、十分にご注意ください。

・ ・ ・
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■ 住民票住所の入力
　ここでは、あなた、スカラネットで入力した生計維持者①

及び②の最大3名について、「住民票に記載された住所」を入

力します。「住民票に記載された住所」は、お住まいの市区町

村で発行を受けられる「住民票の写し」のほか、マイナンバー

カードのおもて面でも確認できます。

　郵便番号7桁を入力して「住所検索」ボタンを押すと、「住

所1」に住所の途中までが自動的に表示されるので、「住所2」

に住所の続きを入力します。丁目部分が重複となっていない

か確認してください。なお、生計維持者①及び②については、

「住民票に記載された住所」があなたと同じ場合、「申込者本
人と同じ住所を自動表示する」ボタンを押すことで、入力を

省略できます。

　「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を選択した

方については、次のように表示され、入力が不要となります。

■ マイナンバーの提出
　ここでは、あなた、スカラネットで入力した生計維持者①

及び②の最大3名について、マイナンバー12桁を入力します。

　入力に先立ち、あなた、生計維持者①及び②のマイナンバー

を確認するための書類を準備してください。生計維持者のマ

イナンバーを確認するための書類は、必ず生計維持者の許可

を得たうえで受け取ってください。

　マイナンバーは、次の書類から確認できます。

　マイナンバーは、誤りがないように、各人について2回ず

つ入力します。

　特定個人情報保護の観点から、入力したマイナンバーは伏

字になりますが、入力項目の右隣にある「個人番号を表示」
ボタンを押している間だけ、入力したマイナンバーを表示で

きます。

　２回のマイナンバー入力後、マイナンバーを入力した全員

について、必ず２か所の「個人番号を表示」ボタンを押して、

両方のマイナンバーが一致することを確認してください。

　また、あなたのマイナンバーはあなたの欄に、生計維持者

のマイナンバーは生計維持者の欄に、正しく入力されている

ことも必ず確認してください。

　「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を選択した

方については、次のように表示され、入力が不要となります。

【マイナンバーを確認できる書類】
・マイナンバーカードうら面　　・通知カードおもて面
・マイナンバー記載の住民票の写し（お住まいの市区町村で発行）

　入力が終わったら、画面最下部の「次へ」ボタンを押します。

　入力が終わったら、画面最下部の「次へ」ボタンを押します。

「個人番号提出可否」画面及び「住民票住所」画面では、

左のボタンを押すことで、入力内容の一時保存ができます。

参考：一時保存

※入力したマイナンバーは「個人番号を表示」ボタンを
　押している間だけ表示される。

マイナンバーは、マイナンバーカー

ドがなくても「住民票の写し」や「通
知カード」で確認できます！
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■ 入力内容の確認及び送信
　ここでは、①「個人番号提出可否」画面、②「住民票住所」

画面及び③「個人番号」画面で入力した情報が一覧で表示さ

れるため、その内容が正しいことを確認します（マイナン

バーだけは、「個人番号を表示」ボタンを押して確認します）。

　入力内容に誤りがある場合は、①、②、③の各欄にある「～
を訂正する」ボタンを押します。それぞれの画面に戻り、

入力した情報を訂正することが可能です。

　入力内容に誤りがない場合は、画面最下部の「送信」ボ
タンを押します。

　なお、「個人番号提出可否」画面で「提出できません」を

選択した方が1名でもいる場合は、「送信」ボタンを押した後、

下図の警告が表示されます。問題がなければ警告内の「送信」
ボタンを押し、送信をやめる場合は「閉じる」ボタンを押

してください。

■ マイナンバー提出等の手続き完了
　「入力内容確認」画面で「送信」ボタンを押すと、マイナ

ンバー提出等の手続きは完了です。

　「個人番号提出完了」画面に移動しますので、必ずメイン

メニューに戻り、「個人番号（マイナンバー）提出状況」の

項目が「提出済」になったことを確認してください。

　また、画面に記載のとおり「奨学金確認書兼地方税同意書」

及び身元確認書類をととのえ、1週間以内に本機構まで郵送

してください。

■ 手続き完了後の「メインメニュー」画面表示
　マイナンバー提出等の手続き完了後は、各人のマイナン

バーの提出状況を確認することができますが、「個人番号（マ
イナンバー）の提出等」ボタンは押せなくなり、入力した

情報を訂正することや誰にどのマイナンバーを入力して提

出したかを確認することはできません。

「送信」ボタンを押す前に必ずご確認くだ
さい！

・マイナンバーがあるのに、マイナンバーカードを持って
いないからといって「提出できません」を選択していま
せんか？

→たとえ誤解でも、「送信」ボタンを押すと変更できません。

・あなたと生計維持者のマイナンバーを逆に入力していま
せんか？

！

入力内容に誤りがあると、奨学金の選考
が遅れます！

　入力内容の誤りは、本機構の審査開始後の発覚となり、不

備照会を行ってから再提出等の手続きをすることになります

ので、奨学金の選考が遅れます。

　上段にも記載のとおり、「送信」ボタンを押す前に、必ず

全ての情報が正しく入力されていることをご確認ください。

！

マイナンバーは、マイナンバーカー

ドがなくても「住民票の写し」や「通
知カード」で確認できます！

「未提出」のままになっている場合は

「送信」ボタンを押しておらず、手続

きが完了していません！
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（3）マイナンバーの再提出（スカラネット「メインメニュー」画面及びメールでお知らせ）
　マイナンバー提出等の手続きが完了し、「奨学金確認書兼地方税同意書」及び身元確認書類の郵送も完了した後は、
原則として選考の完了をお待ちいただくことになります。ただし、次のような場合は、改めてマイナンバー提出等の
手続きが必要になります。
　マイナンバーの再提出を求めるメールが届いた場合は、必ず対応してください。手続きをしないと選考が行えません。

　生計維持者を追加又は変更した場合は、変更後の人物のマイナンバーを提出する必要があります。上図のとおり、
該当者の「個人番号（マイナンバー）提出状況」の項目に「未提出（人物変更）」と表示されますので、該当者について、
改めて前記（2）の手続きを行ってください。手続きが完了すると、「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタン
は再び押せなくなり、表示も「提出済（人物変更）」に変わります。

■ 生計維持者を追加又は誤って生計維持者として入力した人物を変更した場合

　本機構は、住民基本台帳ネットワークシステムを用いて、提出されたマイナンバーとその持ち主が一致するか（あ
なた／生計維持者のマイナンバーとして提出されたものが、本当にあなた／生計維持者のものであるか）を確認しま
す。その結果、あなたと生計維持者のマイナンバーが逆に提出されていたり、提出時にマイナンバーの入力を誤って
いたりしたことが判明した場合は、上図のとおり、該当者の「個人番号（マイナンバー）提出状況」の項目に「未提出（要
再提出）」と表示されますので、該当者について、改めて前記（2）の手続きを行ってください。手続きが完了すると、「個
人番号（マイナンバー）の提出等」ボタンは再び押せなくなり、表示も「提出済（再提出）」に変わります。

■ 提出したマイナンバーが誤っていた場合

マイナンバーの再提出が必要となった場合は、40ページで登録したあなたのメールアドレスにメールでお知らせ
しますので、スカラネット入力完了後も登録したメールアドレスは削除しないようにご注意ください。また、上図
のとおりスカラネット「メインメニュー」画面の表示も更新されますので、定期的に同画面を確認してください。
マイナンバーの再提出を求めるメールが届いた場合は、必ず対応してください。手続きをしないと選考が行えません。

！
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